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令和 3 年度老人保健健康増進等事業 
「認知症ケアパスの作成と活用に関する個別的支援手法の調査研究報告書」要約 

【事業目的】 
 認知症施策推進大綱において、市町村における認知症ケアパス（以下、「ケアパス」）
の作成率100%がKPIとして掲げられているが、昨年度の老健事業で実施した全国調査の
結果では、回答のあった1,230の自治体のうち、人口規模の小さな自治体を中心に99件
（8. 0%）がケアパスの作成ができていないと回答した。また、ケアパスの活用に課題を
感じている自治体も多い 。 
 そこで本事業では、都道府県に対する調査を行い、管内市町村のケアパス作成・活用の
把握状況を確認するとともに、調査結果の報告を兼ねた都道府県対象支援会議を開催し、
未作成自治体への支援方策の検討や事例紹介などを行う。さらに、ケアパスの好事例に関
する報告会を開催するとともに、作成・活用促進にむけたリーフレットを作成・配布する
ことを目的とした。 

【実施内容】 
本研究事業を進めるにあたり、有識者と自治体職員から成る検討委員会を設置した。ま

た、オブザーバーとして、厚生労働省老健局及び関東信越厚生局地域包括ケア推進課の協
力を頂いた。事業内容は以下の4点である。 
① 都道府県を対象としたケアパスの作成状況や活用促進に向けた取組状況・好事例に関

する調査の実施（都道府県対象調査）
② 都道府県を対象としたケアパス作成・活用支援会議の実施（都道府県対象支援会議）
③ ケアパスの作成・活用促進を目的とした好事例報告会の実施とリーフレットの作成

（好事例報告会とリーフレットの作成）

【結果】 
① 都道府県対象調査の結果
全国の都道府県を対象に、管内市町村のケアパス作成・活用の把握状況を確認するた

め、令和3年12月9日から令和4年1月17日にかけ、メールにて質問紙調査を実施した。その
結果、47都道府県すべてから回答があった（回収率100.0%）。 
 管内におけるケアパス未作成（作成予定中を含む）の市町村の有無については、25の都
道府県において「はい」との回答があった（47都道府県中53.2%）。未作成市町村のある
都道府県（25か所）に対し、市町村から聞いた未作成の理由について確認したところ、市
町村職員や地域包括支援センター、認知症地域支援推進員の人手不足/業務過多を理由とす
る回答が多く、「個別に相談対応しているので、認知症ケアパスを活用する場がない」
「社会資源が少なく、整理するほどではない」といった回答が続いた。また、ケアパス未
作成の市町村に対し、都道府県として令和3～4年度に何かしらの支援を行う予定があるか
を確認したところ、「はい」と回答した都道府県が5か所（未作成市町村のある25か所中2
0.0％）であった。 
次に、過去に管内市町村に向けてケアパスの作成・活用に向けた支援を行ったことがあ

るかを確認したところ、「はい」と回答した都道府県が30か所（47都道府県中63.8%）
で、支援内容で最も多かった回答は「全市町村に対し、メール等を用いた情報提供」（16
か所、30都道府県中53.3%）、次いで「都道府県独自の認知症地域支援推進員や市町村職
員対象研修等にて好事例等を紹介」（13か所、同43.3%）、であった。 
管内で複数の市町村が共同でケアパスを作成している事例（介護保険の広域連合での作
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成を含む）を把握しているかを確認したところ、「わからない/把握していない」と回答し
た都道府県が22か所（同46.8%）で最も多く、次いで「いいえ」が16か所（同34.0％）、
「はい」が8か所（47都道府県中17.0%）であった。また、「ケアパスを積極的に活用して
いる事例」があるかを確認したところ、「わからない/把握をしていない」の回答が28か所
（59.6％）で、次いで「はい」が18か所（47都道府県中38.3%）であった。 
② 都道府県対象支援会議 
管内にケアパス未作成の市町村がある都道府県を中心に、都道府県調査結果の報告の

他、昨年度実施した市町村調査の結果共有、未作成自治体に対する支援や活用について検
討・ディスカッションを行うべく、支援会議を開催した。また、会議の開催にあたって
は、地域特性を踏まえつつ、会議後の都道府県同士の連携や情報交換につながることを期
待し、地方厚生局単位（北海道厚生局と東北厚生局、四国厚生局と四国厚生支局は合同）
にて実施した。支援会議における議題は以下のとおりである。 

（１）先行研究の報告（都道府県対象調査、市町村対象調査） 
（２）認知症ケアパス未作成自治体の特徴と作成支援 
（３）先駆的自治体における認知症ケアパス 

支援会議に参加した都道府県は計 27 か所で、29 名（オブザーバーを除く）が参加した。
また、支援会議に参加した都道府県職員からは、「ケアパスは市町村で作ると思うが、都道
府県レベルでの研修や情報交換会があれば、他の都道府県の良いケアパスを知ることが出
来る」「認知症ケアパスを作成することのメリットの情報を出していった方が未作成自治体
にも必要性をわかってもらえるのではないか」「『認知症の正しい理解を推進することで早
期相談に結びつける』『住民に早い段階から老後について考えて頂く機会をつくる』という
のは、まさに『ケアパスの必要性』であり、そういうことを丁寧に市町村担当者に理解して
もらうことが重要」といった感想があった。 
③ 好事例報告会とリーフレットの作成 
 ケアパス未作成の自治体や活用方法に悩む声が聞かれることから、オンデマンド配信に
よる好事例報告会を行った。あわせて、ケアパス作成・活用に向けたリーフレットを作成し、
全市町村に配布した。 
 
【考察とまとめ】 
認知症施策は基本的に市町村単位で推進されており、都道府県は研修の開催や連携支援

といった「後方支援」を行っている。しかし「管内で共同でケアパスを作成している市町村
の把握」については 46.8％が、「積極的に活用している事例」については、59.6%が「わか
らない/把握していない」との回答があり、都道府県対象支援会議においても「市町村に対
してどのように支援をしていくかがわからない」といった声が複数あるなど、都道府県も支
援方法について悩んでいる様子が伺われた。しかしだからこそ、ケアパスをはじめとする認
知症施策を担当する都道府県職員同士が横のつながりを持ち、情報交換をしていくことが
必要と考えられ、本事業で実施した「都道府県対象支援会議」のような場は大変有意義であ
るとともに、ケアパスの全市町村作成・活用を推進していくためには、引き続きこのような
場を設けていくことが必要であると考える。 
また、認知症施策はそれぞれが絡み合っており、ケアパスの作成・活用も他の認知症施策

の推進と絡めながら進めていくことが重要と考える。地域の個別性を踏まえつつ、それぞれ
の地域の特長を踏まえ、地域住民と共に「認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせ
る社会」を作るために、ケアパスがその一助となることを期待したい。 
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第 1 章 事業の概要 

 
１． 本研究事業の目的 
 認知症ケアパス（以下、「ケアパス」）の作成は 2012（平成 24）年 6 月に策定された認知
症施策推進 5 か年計画（オレンジプラン）の 1 つ目の柱に位置付けられており、2013（平
成 25）年 9 月に「認知症ケアパス作成のための手引き」が公表されて以降、多くの自治体
が取り組んできた。 
 また、2019（令和元）年 6 月に発表された認知症施策推進大綱において、ケアパスは「１．
普及啓発・本人発信」と「３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」の２つの柱の
中に記されている。 
 

1. 普及啓発・本人発信支援  
（2）相談先の周知 
 認知症に関する基礎的な情報と共に、具体的な相談先や受診先の利用方法等が明確に
伝わるようにする。 
 
3. 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援  
（１）早期発見・早期対応、医療体制の整備 
〇 市町村 
 地域の中で、認知症の容態や段階に応じた適切な医療や介護サービスの流れを示すと
ともに、各々の状況に最も適する相談先や受診先等を整理した「認知症ケアパス」が約６ 
割の市町村で作成されている。未作成市町村における作成を促すとともに、作成している
市町村においては点検を行い、住民及び関係機関に広く周知する。その際に、認知症の人
やその家族の意見を踏まえて行う。 
 「認知症 ケアパス」の作成・点検にあたっては、認知症地域支援推進員が中心となり、
地域住民の活動（インフォーマルサポート）を盛り込み、地域共生社会の実現を目指す。
また、医療・介護関係者間の情報共有のツールとして、地域の実情に応じた認知症情報連
携シートの効果的な活用を推進する。  

⇒KPI：市町村における認知症ケアパス作成率 100％                               
出典：認知症施策推進大綱 

 
しかし、昨年度の老健事業で実施した全国調査の結果では、回答のあった 1,230 の自治体

のうち、人口規模の小さな自治体を中心に 99 件（8.0%）が令和 2 年 10 月時点においてケ
アパスの作成ができていなかった。また、ケアパスを作成したものの、「認知症の人に紹介
できていない」、「他業務に時間をとられてアップデートができていない」という質問に対し、
「大変そう思う」、「まあそう思う」と回答した自治体が半数以上を占めるなど、課題を感じ
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ている自治体も多い 1。 
 そこで本事業では、都道府県を対象に、管内市町村のケアパスの作成や活用の状況に関す
る調査を実施し、未作成率や活用促進に向けた取組状況・好事例に関するデータを収集する。
また、ケアパス未作成のある都道府県を中心に、厚生局のブロック単位での会議を実施し、
都道府県調査結果の報告の他、未作成自治体に対する支援について検討や事例紹介を行う。
さらに、都道府県調査や支援会議を通じて把握したケアパス作成・活用の好事例について、
ウェブ会議システムを活用した報告会を開催するとともに、作成・活用促進に向けたリーフ
レット（成果物）を作成・配布することを目的とした。 
 
２． 本研究事業の実施体制 
本研究事業を進めるにあたり、有識者と自治体職員から成る検討委員会を設置した。また、

オブザーバーとして、厚生労働省老健局及び関東信越厚生局地域包括ケア推進課の協力を
頂いた。 

 
【検討委員会】 
福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課 在宅介護・予防係 大熊 聡子 
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課地域支援係  主査 神原 雅人 
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター        病院長 ○鷲見 幸彦 

＊50 音順 ○：委員長 
 
【オブザーバー】 
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課     課長補佐 
                            係長 

谷内 一夫 
村上 優 
竹藤 昇香 

厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課  課長 
                          課長補佐 

熊野 将一 
青木 修 

 
【事務局】 
国立研究開発法人  
国立長寿医療研究センター 
企画戦略局 

企画戦略局長 松原 德和 
リサーチコーディネーター 進藤 由美 

研究補助 山本 亜希子 
財務経理課 財務経理課長 竹内 俊博 

事務助手 加藤 美保 
  

1 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「認知症ケアパスの作成と活用の促進に関する調査研究報
告書」（令和 2 年度老人保健健康増進等事業）2020 年 
https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/documents/R2-2H.pdf 
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３． 検討委員会の開催と検討事項 
今年度、新型コロナウイルス感染症対策として、検討委員会はウェブ会議システムによる

開催と、メールによる意見収集を行った。 
 

第 1回 検討委員会 
   日時： 令和 3年 11月 11日（木） 15：00～17：00 
   方法： ウェブ会議システムによるオンライン会議 
   議事： （１）今年度事業の概要と先行研究の結果 

（２）都道府県対象 全国調査について 
（３）その他 

 
第２回 検討委員会 
   日時： 令和 4年 2 月 2日（水） 18:00～20：00 
   方法： ウェブ会議システムによるオンライン会議 
   議事： （１）都道府県調査の結果報告 

（２）都道府県対象支援会議の進捗について 
（３）認知症ケアパスの作成・活用促進を目的とした 

好事例報告会について 
（４）リーフレット案について 

 
メール審議 

令和 4 年３月 認知症ケアパスリーフレット案、報告書案の確認 
 

４． 事業内容 
 
今年度の事業内容は以下のとおりである。 
 
① 都道府県を対象としたケアパスの作成状況や活用促進に向けた取組状況・好事例

に関する調査の実施 
都道府県の認知症施策推進担当者を対象に、管内市町村のケアパスの作成や活用の状況

に関する調査を実施し、未作成率や活用促進に向けた取組状況・好事例に関するデータを収
集する。特に、管内市町村に対し、ケアパスの作成・活用に対する個別支援の実施の有無や、
小規模市町村を対象としたケアパス作成に向けた連携支援等、積極的に行っている事例の
収集を行う。 
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② 都道府県を対象としたケアパス作成・活用支援会議の実施 
（都道府県対象支援会議：地方厚生局ブロック単位） 

①の調査結果を元に、ケアパス未作成のある都道府県を中心に、厚生局のブロック単位で
の会議を実施し、都道府県調査結果の報告の他、未作成自治体に対する支援について検討や
事例紹介を行う。あわせて、希望の都道府県に対し、国立長寿医療研究センターの担当者に
よる都道府県・市町村を対象とした個別コンサルティングを行い、ケアパス作成・活用の支
援を行う。 

 
③ ケアパスの作成・活用促進を目的とした好事例報告会の実施とリーフレットの作

成 
 ①の調査結果ならびに②の都道府県対象支援会議を通じて把握したケアパス作成・活用
の好事例について、ウェブ会議システムを活用した報告会を開催する。その際、ケアパスの
アップデート時に見直すべきポイントについても紹介し、「認知症と診断された人が希望を
持って暮らす」ことを支援するためのツールとして、ケアパスが活用されることを推進する。
あわせて、作成・活用における好事例のプロセスを簡単にまとめた A4 サイズのリーフレッ
トを作成し、当センターのウェブサイトにて公開する。 
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第 2 章 都道府県調査の実施 

 全国の自治体におけるケアパスの作成・活用状況を把握するため、全国調査を実施した。
調査期間、送付方法は以下のとおりである。 
 
１．調査の概要 

① 対象 
都道府県 認知症施策担当課 

 
② 実施期間 

令和３年 12 月 9 日～令和 4年 1 月 17 日 
 

③ 調査方法 
調査用紙を都道府県にメールにて送付した。また、回収はメール、ファックスにて行った。 

 
④ 調査項目 

自治体の基礎情報、ケアパス未作成自治体の有無、未作成の理由、市町村への支援の状況、
市町村におけるケアパスの作成・活用状況、等 

 
⑤ 回収状況 

 期間中に 47 都道府県すべてより回答があった。回収率は 100.0％である。 
 
２．集計結果 
 

① 自治体基礎情報 
１） 人口規模、高齢化率 

 都道府県の人口、高齢化率の平均等と、都道府県別の管内市町村数、人口、高齢化率は以
下のとおりである。 
 
表 1 都道府県の人口、高齢化率の平均、標準偏差 等 

 回答数 平均 標準偏差 最小 最大 

人口（万人） 47 275.1 280.7 55 1,385 

高齢化率（％） 47 30.7 3.2 22.5 37.5 
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表 2 都道府県別 管内市町村数、人口、高齢化率 （空欄は無回答） 
 都道府県名 政令市 中核市 特別区 一般市 町 村 

うち 

離島 

人口 

(万人) 

高齢化率 

(％) 

01 北海道 1 2 0 32 129 15 4 519 32.1 

02 青森県 0 2 0 8 22 8 0 126 33.4 

03 岩手県 0 1 0 13 15 4 0 120 34.3 

04 宮城県 1 0 0 13 20 1 0 228 28.4 

05 秋田県 0 1 0 12 9 3 0 95 37.5 

06 山形県 0 1 0 12 19 3 0 106 33.8 

07 福島県 0 3 0 10 31 15 0 180 32.6 

08 茨城県 0 1 0 31 10 2 0 284 30.3 

09 栃木県 0 1 0 13 11 0 0 557 28.8 

10 群馬県 0 2 0 10 15 8 0 195 29.9 

11 埼玉県 1 3 0 36 22 1 0 734 27 

12 千葉県 1 2 0 34 16 1 0 628 26.1 

13 東京都 0 1 23 25 5 8 9 1385 23 

14 神奈川県 3 1 0 15 13 1 0 920 25.4 

15 新潟県 1 0 0 19 6 4 2 2.18 33.4 

16 富山県 0 1 0 9 4 1 0 103 32.7 

17 石川県 0 1 0 10 8 0 0 113 29.8 

18 福井県 0 1 0 8 8 0 0 76 30 

19 山梨県 0 1 0 12 8 6 0 81.8 30.8 

20 長野県 0 2 0 17 23 35 0 202 32.6 

21 岐阜県 0 1 0 20 19 2 0 198 30.36 

22 静岡県 2 0 0 21 12 0 0 367 29.9 

23 愛知県 1 4 0 33 14 2 0 754 25.3 

24 三重県 0 0 0 14 15 0 0 176 29.7 

25 滋賀県 0 1 0 12 6 0 0 140 26.7 

26 京都府 1 0 0 14 10 1 0 260 29 

27 大阪府 2 7 0 24 9 1 0 884 27.2 

28 兵庫県 1 4 0 24 12 0 0 543 29 

29 奈良県 0 1 0 11 15 12 0 132 31.7 

30 和歌山県 0 1 0 8 20 1 0 94 32.8 

31 鳥取県 0 1 0 3 14 1 0 55 32.3 

32 島根県 0 1 0 7 10 1 4 58 34.3 

33 岡山県 1 1 0 13 10 2 0 188 30.5 

34 広島県 1 2 0 11 9 0 0 282 28.9 

35 山口県 0 1 0 12 6 0 0 134 34.6 

36 徳島県 0 0 0 8 15 1 0 72 34.2 

37 香川県 0 1 0 7 9 0 2 97 31.9 

38 愛媛県 0 1 0 10 9 0 1 135 32.84 

39 高知県 0 1 0 10 17 6 0 68 36.1 

40 福岡県 2 1 0 26 29 2 0 511 27.8 

41 佐賀県 0 0 0 10 10 0    80 30.6 

42 長崎県 0 2 0 11 8  0  4 132 33 

43 熊本県 1 0 0 13 23 8 0 173 31.6 

44 大分県 0 1 0 13 3 1 0 112.4 33.26 

45 宮崎県 0 1 0 8 14 3 0 106 32.8 

46 鹿児島県 0 1 0 18 20 4 18 160 31.9 

47 沖縄県 0  1 0 10 11 19 15 148 22.5 

＊管内市町村数は、総務省が公表している値を掲載（北海道における村の数を除く）2 

2 総務省「市町村数を調べる」 統計で見る日本 e-Stat.（2022 年 3 月 23 日現在） 
https://www.e-stat.go.jp/municipalities/number-of-municipalities 
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② ケアパスの未作成自治体について 
１） ケアパス未作成の市町村の有無 

 管内市町村で令和 3年 10 月末時点において、ケアパス未作成の市町村（令和 3 年度中に
作成予定だが、まだ完成の連絡のない市町村を含む）があるかについて確認したところ、25
の都道府県において「はい」との回答があった（47 都道府県中 53.2%）。また、「わからな
い」の回答も 1 県あった。 
 
表 3 管内にケアパス未作成の市町村があるか 

  回答数 割合 

はい 25 53.2 

いいえ 21 44.7 

わからない 1 2.1 

計 47 100.0 

 
 なお、ケアパス未作成の自治体は小規模市町村が多いと言われていることから、都道府県
の人口規模をベースに、高齢化率ならびに管内に町村が占める割合によって未作成自治体
の有無が影響するかを確認したところ、特に影響はなく、未作成自治体のある都道府県とな
い都道府県が混在している状況であった。 

 

 
図 1 ケアパス未作成自治体の有無（人口規模×高齢化率） 

 
 
 
 

人口 

高
齢
化
率 
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図 2 未作成自治体の有無（人口規模×管内に町村の占める割合） 

 
注）「管内に町村の占める割合」＝管内町村数÷全市町村数 
＊町村の占める割合が高い都道府県は、人口規模の小さな自治体の割合が高いことから、 
仮説を「未作成の自治体が多い」としたが、有意差は見られなかった。 

 
＜参考＞ 厚生労働省が実施した調査結果 
 厚生労働省が実施したケアパス作成状況に関する調査の結果では、全国の市町村のう
ち、ケアパスを「作成中」と回答した市町村が 61 か所（1,741 市町村中 3.5%）、「作成し
ていない」と回答した市町村が 140 か所（同 8.0%）であった。 
 
表 4 市町村におけるケアパス作成状況（令和 2年度、厚生労働省調査結果） 

  回答数 割合 

作成しており、活用している 1,371 78.7 

作成しているが、活用していない 171 9.8 

作成中 60 3.5 

作成していない 139 8.0 

計 1,741 100.0 

＊令和 4年 2 月集計分 
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２） 未作成の市町村におけるケアパスを作成していない理由 
未作成市町村のある都道府県（25 か所）を対象に、未作成市町村より「認知症ケアパス

を作成していない理由（作成が遅れている理由）」として聞いたことがある項目（聞き取り
の方法は問わず）について複数回答で確認したところ、「市町村職員（認知症施策担当）の
人手不足/業務過多」（12か所、25 都道府県中 48.0%）、「地域包括支援センターの人手不足
/業務過多」（9 か所、同 36.0%）、「認知症地域支援推進員の人手不足/業務過多」（5 か所、
同 20.0%）と、担当・関係職員の人手不足や業務過多を理由とする回答が多かった。 
また、「個別に相談対応しているので、認知症ケアパスを活用する場がない」（6 か所、同

24.0%）、「社会資源（医療機関や介護保険サービスを含む）が少なく、整理するほどではな
い」（4 か所、同 16.0%）など、小規模市町村からの回答と思われる理由も挙げられた。 
また、「その他」としては、「すでに高齢者のくらし全般にかかるものを作成している。認

知症ケアパスとしては今後作成して行く予定」、「ケアパスの中身について検討しているが，
コロナの影響で意見聴取の場を設定しにくい」という回答があった。 

 
表 5 （未作成市町村における）ケアパスを作成していない理由（複数回答） 

 回答数 割合 

市町村職員（認知症施策担当）の人手不足/業務過多 12 48.0 

地域包括支援センター職員の人手不足/業務過多 9 36.0 

認知症地域支援推進員の人手不足/業務過多 5 20.0 

専門職の人手不足 1 4.0 

認知症ケアパスを作成するノウハウがわからない 4 16.0 

認知症ケアパスに何を掲載するとよいかわからない 2 8.0 

関係者の協力が得られにくい 0 0.0 

予算の不足 0 0.0 

すでにある冊子等で情報提供ができている 
（認知症ケアパスを作成する必要性を感じない） 

3 12.0 

個別に相談対応しているので、認知症ケアパスを活用する場が 
ない 

6 24.0 

社会資源（医療機関や介護保険サービスを含む）が少なく、 
整理するほどではない 

4 16.0 

認知症に関する情報や取組がない 1 4.0 

認知症ケアパスの制度的な位置づけや必要性がわからない 2 8.0 

作成や更新のスケジュール感がわからない 
（いつまでに作るべきか、どのタイミングで更新するか等） 

0 0.0 

その他                                              5 20.0 

理由を聞いたことはない 4 16.0 

＊ 割合は、管内に未作成自治体のある 25 都道府県に占める割合 
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３） 未作成市町村に対する都道府県の支援予定 
ケアパス未作成の市町村に対し、都道府県として令和 3～4 年度に何かしらの支援を行う

予定があるかを確認したところ、「はい」と回答した都道府県が 5 か所（未作成市町村のあ
る 25 か所中 20.0％）であった。また、「検討中」は 12 か所（同 48.0%）、「いいえ」と回答
した都道府県が 8か所（同 32.0%）であった。 

 
表 6 未作成市町村に対する都道府県の支援予定があるか（令和 3~4 年度） 

 回答数 割合 

はい 5 20.0 

いいえ 8 32.0 

検討中 12 48.0 

計 ２５ 100.0 

 
市町村に対する支援を実施予定と回答した都道府県に、その具体について確認したとこ

ろ、以下のような回答があった。 
 
 R3：好事例の収集、作成ポイントの聞き取り、全市町村の作成状況一覧表を情報提供、 

R4：ケアパスの作成・活用に向けた説明会の実施（ウェブ会議）、好事例や作成例の提供 

 先駆的な市町村職員と同行訪問して個別訪問して具体的な助言指導を行う 

 ケアパス補助金の活用や地域支援推進員の研修の参加勧奨。 

 希望があればアドバイザーを派遣する。 

 他市町のケアパスに関する情報提供 

 
  

14



③ 市町村への支援について 
１） 市町村に対するケアパス作成・活用に向けた支援の実施状況 

 管内の市町村に対し、過去にケアパスの作成・活用に向けた支援を行ったことがあるかを
確認したところ、「はい」と回答した都道府県が 30 か所（47 都道府県中 63.8%）であった。
また、「わからない/経過や経緯が不明」と回答したところも 8か所（同 17.0%）あった。 
 
表 7 市町村に対するケアパス作成・活用に向けた支援を行ったことがあるか 

 回答数 割合 

はい 30 63.8 

いいえ 9 19.2 

わからない/経過や経緯が不明 8 17.0 

計 47 100.0 

 
次に、「はい」と回答した都道府県 30 か所に対し、行った支援について複数回答にて確認

したところ、最も多かった回答は「全市町村に対し、メール等を用いた情報提供」（16 か所、
30 都道府県中 53.3%）で、次いで「都道府県独自の認知症地域支援推進員や市町村職員対
象研修等にて好事例等を紹介」（13 か所、同 43.3%）、「認知症ケアパスに特化した研修会の
開催または全国規模の研修会への参加支援」（8 か所、同 27.6%）、「作成に向けた個別支援
（電話、メール等を含む）の実施」（7か所、同 24.1%）であった。 

 
表 8 市町村に対するケアパス作成・活用の支援の内容（複数回答） 

 回答数 割合 

認知症ケアパスに特化した研修会の開催または全国規模の研修会

への参加支援 

8 27.6 

都道府県独自の認知症地域支援推進員や市町村職員対象研修等

にて好事例等を紹介 

13 43.3 

都道府県や地区の医師会や認知症疾患医療センター等に、市町村

への協力を依頼する等の連絡・調整 

4 13.8 

近隣市町村で共同で認知症ケアパスを作成・活用するための支援 0 0.0 

全市町村に対し、メール等を用いた情報提供 1６ 53.3 

作成に向けた個別支援（電話、メール等を含む）の実施 7 24.1 

活用に向けた個別支援（電話、メール等を含む）の実施 3 10.3 

その他 8 27.6 

＊ 割合は、作成・活用支援を行ったと回答した 30 都道府県に占める割合 
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なお、その他として具体的に行った支援は以下のようなものである。 
 
 県 HP で市町村作成のケアパスを紹介 

 区市町村包括補助事業の1メニューとして、ケアパス等のリーフレットを作成、活用する

区市町村を支援している。 

 過去に市町の担当者等が集まる会議や研修会等で情報提供や意見交換を行ったこと

はある。 

 年に 1 度更新等を照会し、各市町村の最新情報をホームページにて公開 

 毎年、県内市町に地域包括ケアシステムの構築状況に関するヒアリングを行っており、

その中でケアパスの作成や関係者への配布、また関係者間での活用を促している。 

 県版認知症ケアパスの作成、市町村（地域包括）への配布（県老施協補助事業） 

 認知症ケアパス作成担当者セミナーに係る DVD（厚生労働省作成）を全市町村へ配布 
 
また、市町村に対するケアパス作成・活用に向けた支援を行っていない（「いいえ」と回

答）都道府県 9か所に対し、その理由について複数回答について確認したところ、「都道府
県職員の人手不足/業務過多」と「市町村から特に要望がない」がともに 5 か所（9 か所中
55.6%）であった。また、「その他」として、「都道府県職員の知識,経験不足」という回答が
あった。 
 
表 9 市町村に対するケアパス作成・活用の支援を行っていない理由（複数回答） 

 回答数 割合 

都道府県職員の人手不足/業務過多 5 55.6 

どのような支援を行ったらよいかがわからない 2 22.2 

市町村から特に要望がない 5 55.6 

支援を行うための予算がない（研修会開催費等） 1 11.1 

都道府県として、作成・更新のスケジュール感がわからない 

（いつまでに作るべきか等） 

0 0.0 

支援の必要性を感じない 0 0.0 

その他 1 11.1 

＊ 割合は、作成・活用支援を行っていないと回答した 9都道府県に占める割合 
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２） 行った支援のうち、効果があったと思われるものや具体的方法 
「１）市町村に対するケアパス作成・活用に向けた支援の実施状況」において「はい」と

回答した 30 都道府県に対し、行った支援のうち効果があったと思われるものや具体的方法
について確認したところ、以下のような回答があった。 
 
 全市町村の作成状況を一覧的に周知することは、各市町村の立ち位置が明らかとなる

ため、未作成の市町村にあっては特に、作成の必要性を実感する機会の一つになった

と考える。 

 平成 27 年度に市町村職員を対象として「認知症ケアパス」をテーマにした研修会を開

催し、認知症ケアパスに関する説明や先進事例の共有、今後市町村で取組を進めるた

めの意見交換を行った。 

 国で発行した手引きや、県内先進市町村のケアパスを共有する等の支援は、一定の効

果があったと思われる。 

 国からの通知等を市町村に提供しているのみ 

 講師を招き、認知症ケアパスのアップデートと普及啓発の重要性について講義をしてい

ただき、管内市町村間で認知症ケアパスの作成状況、普及啓発状況を意見交換した。自

市町村の認知症ケアパスを持参してもらい、他市町村が見られるようにした。（平成 29

年度）毎年、全市町村の認知症ケアパスの作成、見直し、改定状況を把握し、その結果を

全市町村に還元。 

 平成 27 から平成 28 まで、県医師会、郡医師会と市町が連携する事業を実施し、地域

の実情に応じた認知症ケアパスの作成、普及を図った。平成 29 から平成 30 にかけ

て、市町における認知症ケアパスの効果的な活用や普及を図るため、市町職員等に対

する研修会の開催、市町における認知症ケアパスの内容充実、改変等を検討するため

の研修会や普及のための県民向け講演会への講師派遣等を行った。それにより、各市

町の認知症ケアパスの活用が促進されたと思われる。 

 全国の好事例の情報提供は参考になったと考える 

 区市町村包括補助事業の 1 メニューとして、地域において認知症の人と家族を支える

ために区市町村が行う、認知症の普及、啓発事業に対して補助を実施。具体的には、

「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」やパンフレット「知って安心認知症」のひ

な型等を活用しつつ住民向けに認知症の理解と受診を促す事業や、住民を対象とした

リーフレット等の印刷を行うといった普及啓発事業に対し補助を行っている。 

 個々の市町村の実情に合わせての助言（一般的な内容の説明やケアパス作成する際に

参考にする資料、各市町村の独自性を追加）。 

 認知症ケアパスの策定状況を毎年調査し、結果を市町に示した。更に、未策定の市町に

は策定予定などを個別に連絡して聞き取った。 

 県内市町村の作成情報（作成の状況）を提供することで未作成自治体の作成へとつな

がった。活用に向けて本人の声を反映した形でのケアパス更新へとつながった。 

 市町の担当者等が集まる会議や研修会等で情報提供を行うことで、他市町の認知症ケ
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アパスの作成、活用状況を周知し、自市町の参考としてもらうことができた。 

 認知症に関する情報発信をする「認知症あんしんナビ」にて、各市町村のケアパスを一

括して公開し、参考としやすいようにしている 

 県主催の研修会を活用した市町内の情報交換の機会の提供や県ホームページへの全

市町の認知症ケアネット（認知症ケアパス）の掲載により、相互に高め合い全体の底上

げにつながっていると考える。 

 先行してケアパスを作成された自治体から完成したケアパスを提供していただき、市町

村担当者会議で情報共有をすることで認知症ケアパスを作成する際の参考としていた

だいた。また、ケアパスの作成状況（予定も含む）、内容の検討方法、周知方法、県内市

町村との共有の可否などを県でとりまとめて県内市町村と共有した。医療や介護資源

については市町村域を超えて活用することがあるため、認知症ケアパスの作成支援を

実施している時期に専門職向けの医療、介護資源マップを共同作成する際に情報共有

できた。 

 ケアパス作成状況における国の調査結果を共有した 

 他市町村の作成しているケアパスに関する情報提供や、市町村からの要望があれば、ケ

アパスの内容について確認、助言を実施。 

 平成 25,26 年度に行っているため詳細は不明。 

 市町村職員等を対象に認知症ケアパスに関する説明（認知症ケアパス作成の必要性等）

や既に作成している市町村の認知症ケアパスの作成過程や活用事例の共有を行い、認

知症ケアパスの作成を促す研修会を実施した。 

 県実施の研修における、県内市町村の先進事例についての事例報告。 

 県では，平成 26 年度に，市町村担当者及び県担当者が出席する会議で「認知症ケアパ

スの作成,普及及び介護保険事業計画への反映」をテーマとし，ケアパス作成に向けて

意見交換等を行った。また，全国先進事例の情報提供や各市町村のケアパス作成の進

捗状況の把握等を行い，平成２6 年度末時点で，全市町村でケアパスが作成された。平

成２７年度以降は，県内市町村の認知症ケアパスに係るホームページのリンクサイトを

県ホームページへ設置し，普及啓発を実施している。また，毎年５月に「地域支援事業に

係る現況調査」を実施し，各市町村の認知症ケアパスの活用状況や更新予定等を把握

し，結果については各市町村へ情報提供している。 
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３） 国や研究機関からどのような情報や支援があると、市町村への支援が進むと思
うか 

 「１）市町村に対するケアパス作成・活用に向けた支援の実施状況」において「いいえ」
と回答した９都道府県に対し、国や研究機関からどのような情報や支援があると、市町村へ
の支援が進むと思うかについて確認したところ、以下のような回答があった。 
 
 ケアパスの作成の仕方、活用の仕方、ケアパスを活用している好事例などを伝達するオ

ンライン研修 

 都道府県と市町村との関わりに関する好事例紹介 

 認知症ケアパス活用の好事例の紹介 

 都道府県から市町村に対する支援の事例や、市町村において、より広く住民の目に留

まるよう工夫した事例、例えば認知症の普及、啓発など特定の政策目的の達成のため

にケアパスを活用した事例など、具体的な優良事例を提供いただけるとありがたい。 

 認知症ケアパスを作成したことによる効果など、好事例の提供 

 地域の実情に応じて作成されるものであるため統一的なマニュアル等ではなく、自治

体独自のケアパスの創意工夫点等をまとめた情報（事例集）等があったらいいのではな

いかと考える。 

 ケアパスの活用事例等具体的な内容を情報共有していただけるとイメージがつきやす

いと思う。 

 認知症地域支援推進員研修でのケアパス作成、活用の優良事例の紹介が市町村職員へ

の刺激になっていた。令和 4 年 2 月～3 月にケアパス活用好事例報告会を実施される

予定とのことだが、今後も継続的に、オンラインで、市町村に直接届く形での啓発をお

願いしたい。 

 作成例や活用事例の共有。 

 ケアパスの有効な活用事例や評価について 

 他の都道府県が実際に市町村への支援を行い、ケアパス作成につながった好事例の情

報提供（特に認知症ケアパス作成の必要性を感じていない市町村への対応等）。都道府

県職員を対象とした研修。 

 ケアパスの作成事例などがあると参考になると思う。 
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④ 市町村におけるケアパスの作成・活用状況 
１） 管内で複数の市町村が共同でケアパスを作成している事例 

 都道府県に対し、管内で複数の市町村が共同でケアパスを作成している事例（介護保険の
広域連合での作成を含む）を把握しているかを確認したところ、「はい」と回答したところ
が 8 か所（47 都道府県中 17.0%）、「いいえ」と回答したところが 16 か所（同 34.0％）で
あった。また、「わからない/把握していない」と回答した都道府県が 22 か所（同 46.8%）
と、最も回答が多かった。 
 
表 10 管内で複数の市町村が共同でケアパスを作成している事例を把握しているか 

 回答数 割合 

はい 8 17.0 

いいえ 16 34.0 

わからない/把握していない 22 46.8 

無回答 1 2.2 

計 ４7 100.0 

 
 また、「はい」と回答した都道府県に対し、共同でケアパスを作成している事例について
報告を頂いたところ、下記のような回答があった。 
 
表 11 複数の市町村が共同でケアパスを作成している事例 
都道府県 共同でケアパスを作成している市町村 

青森県 大間町、風間浦村、佐井村 

岩手県 一関市、平泉町 

栃木県 塩谷地区（矢板市、塩谷町、さくら市、高根沢町） 

那須地区（那須塩原市、大田原市、那須町） 

千葉県 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南市 

富山県 舟橋村、上市町、立山町、砺波市、小矢部市、南砺市 

京都府 笠置町、和束町、南山城村（相楽東部広域連合） 

兵庫県 医師会単位で作成した認知症の「退院支援、地域連携クリティカルパス」がある。

西脇市多可郡医師会作成「認知症診療連携パスガイド」 

長崎県 島原地域広域市町村圏組合 
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２） 管内でケアパスを積極的に活用している事例 
 管内の市町村で、「ケアパスを積極的に活用している事例（「積極的活用」の判断は都道府
県担当者の主観に任せる）」があるかを確認したところ、「はい」と回答した都道府県が 18
か所（47 都道府県中 38.3%）であった。また、「わからない/把握をしていない」の回答が
28 か所（59.6％）であった。 
 

 回答数 割合 

はい 18 3８．３ 

いいえ 1 2.１ 

わからない/把握していない 2８ 59.6 

計 ４7 100.0 

 
 積極的に活用をしている市町村名と活用方法について確認したところ、16 都道府県から
34 市町村の紹介があり、また、2 都道府県から管内市町村の取組のまとめという形で活用
方法の紹介があった。 
 なお、「積極的な活用方法」として都道府県が挙げた例は以下のようなものである。 
 
＜市町村の活用方法の具体＞ 

 ケアパスとセットで、認知症に関する相談窓口を周知する趣旨のポスターを作成してお

り、ケアパスは作成後に全戸配布したほか、認知症に関する講演会や映画会などが催さ

れる度に適宜配布を続けており、その他、介護サービス事業所や商店、金融機関などに

ポスターを掲示してもらっているなど、普及啓発と理解促進が広く図られるよう工夫を

講じている。なお、このセットは、認知症地域支援推進員が参加する会議の場において

も、他市町村に参考としてもらう意味で、同町職員が発表・報告を行っている。 

 冊子版と概要版の２種を作成、配布対象を明確化して広く周知出来るよう工夫してい

る 

 市内医療機関と連携し、内容を作成しており、HP や市の広報誌などにより積極的に周

知を行っている。 

 認知症ケアパスと併用しながら認知症を楽しく学べる教材を作成し、認知症への理解

の普及を図っている。 

 認知症ケアパスに「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」や「受診のときに役立

つメモ」（受診の際に本人の状況を医師に伝えやすくするためのチェックリスト形式の整

理表）、「わたしのこと」（本人が自分の気持ち等を周囲の方と共有しやすくするための

書き込み形式の整理表）等を掲載するとともに、本人や家族等への対応方法やケアパ

ス利用方法について会議で共有を図り関係機関と円滑な連携体制の構築を図ってい

る。 

 地区医師会や認知症疾患医療センターと調整し作成した「認知症に関する相談票」（チ

ェックリスト）を認知症ケアパスに挿入し、何をどこへ相談したらよいか分からない方
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も、医療機関や在宅介護支援センターへ相談しやすくなるよう工夫をしている。 

 令和２年度に内容を改めるとともに「地域共生型ケアパス」との呼称に変更し、市内の

認知症カフェにおいて、ケアパスについて学ぶ機会を設けているとのこと。これにより、

単なるサービス等の情報提供を行う手段としてだけでなく、市として目指す方向性を

示すものとして、また、地域住民の認知症の理解を促す手段としても活用していること

が見受けられる。 

 民生委員に配布し、相談機関との連携のためのツールとしている。 

 キャラバンメイトが認知症サポーター養成講座で紹介している。 

 全戸配布 

 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、医療関係、地域の自主サークル等で説明

しながら配布している。65 歳到達者にも配布。 

 地域包括支援センターで相談時に活用。医療相談員、ケアマネージャーへ配布し活用を

促す。ホームページに掲載。認知症サポーター養成講座にて周知。 

 令和２年度中にアドバイザリーボードを実施し、委員の意見を反映したものに改訂 

 関係機関が定期的に会議する場を持ち、協力して支援にあたっている。 

 認知症のご本人ご家族を含む作成委員会を設置し、発行 

 認知症地域支援推進員が認知症ケアパスの紹介を通じて、市の認知症対策の仕組みや

社会資源などの啓発を行っている。 

 出前講座や各会議等でケアパスの啓発を実施。 

 家族や事業所向け、高齢者にも見やすい簡易版の作成など、幅広い対象への周知 

 更新時、新たに県版の認知症チェックシートを一部掲載することで早期受診、早期判断

を促している。 

 当事者の声を掲載することで、手に取った人が我が事としてイメージしやすい。各医療

機関の役割を相談連絡、診断、投薬の 3 点で示しており活用しやすい。 

 R3 年度に更新し、早期発見のメリット等を追記した。 

 「一般の方用」と「支援者用」の目的に応じた２種類のケアパスを作成。一般の方用では

当事者が症状等をチェックし、気づきがあれば相談を呼びかける内容となっている。 

 「予防版」、「認知症と思ったら」「支援編」など、段階に応じて活用できるものとなってい

る。また、今年度は、当事者の声を盛り込み若年性認知症編も作成され、各戸配布した

と聞いており、対象に応じた活用がされている。 

 市全体版に加え、生活圏域版を作成している。 

 認知症ケアパスは関係機関等へ配布し、活用については民生委員児童委員など普及に

取り組んでいる。R2 はコロナ禍の中、85 歳以上の独居高齢者への全戸訪問や、通い

の場（約 4,500 人）へ介護予防手帳の 1 カテゴリーとして配布し、内容の説明を実施。 

 ケアパスについて、通常版のほかに持ち運びやすい簡易版も作成しており、医療機関や

専門職団体等へ配布すると共に、今後は施設や銀行、コンビニ等の身近な場所への配

置し活用していく予定としている。 

 ケアパスは３年に１度改訂している。配布先としては、介護施設、医療機関、民生委員な
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どの関係団体や市役所の窓口などであり、講座や研修、認知症サポーター養成講座で

も紹介している。また、相談や訪問の際には、ケアパスについて本人や家族に説明し、

活用している。 

 居宅介護支援事業所や医療機関、在宅医療介護連携支援センターへ配布し共有し、相

談の際にも活用し、サービス内容を紹介している。 

 市町村ホームページへの掲載や相談窓口への設置、全戸配布、医療機関、居宅介護支

援事業所、警察署、金融機関、民生委員、在宅福祉アドバイザーへの配布、認知症サポー

ター養成講座、認知症予防教室での配布 

 

＜管内市町村全般における活用方法の具体＞ 

 各自治体により、全戸配布する方法をとっているところもあれば、医療機関や銀行・歯

科・薬局等の生活圏域内の施設に配布したり、イベントで配布するなどその自治体の状

況に応じてそれぞれが活用している。 

 各地域包括支援センター等での認知症に関する相談等の説明資料として使用、各関係

者等(医療機関、住民、公民館、図書館、銀行、家族の会、郵便局等)への配布、各種講座

等（認知症サポーター養成講座、ステップアップ研修、介護予防教室、サロン）での説明

資料として使用及び配布、各事業所のケアマネへの配布（ケアマネが相談時に使用）、ア

ルツハイマー月間時に各関係機関への配布及び各所への掲示 

＊回答都道府県や、市町村名、ケアパスの名称等で個別性のあるものについては、回答者が
特定されないよう、削除した。 
 
 上記をまとめると、以下のようなカテゴリーに分けられる。 
＜ケアパス活用方法の具体＞ 

○ 配布の幅広さ（全戸配布、生活に関わるさまざまな機関・施設等での配布 等） 

○ 紹介する場の多様さ（講演会、認知症サポーター養成講座、認知症カフェ 等） 

○ 分かりやすさや配布のしやすさ（冊子版・概要版、市全体版・日常生活の作成 等） 

○ 個々の認知症ケアパスを充実させるための情報（認知症の気づきチェックリスト、当事

者の声、生活歴等を記入するページを掲載する 等） 
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⑤ 確認したいことや他の都道府県と共有したいこと 
 ケアパスの作成・活用に関し、確認したいことや他の都道府県と共有したいことについて
確認したところ、以下のような回答があった。 
 
 若年性認知症専用のケアパスを若年性認知症支援コーディネーターが作成中です。 

 認知症ケアパスには地域のサービス一覧や介護保険制度、相談場所、認知症本人や家

族の声等が掲載され、認知症に関する相談があった際に活用されており、県では、更新

状況等を確認している。それ以外の活用状況があるのであれば、共有してほしい。 

 ケアパスの活用について、積極的に実施している都道府県、市町村があれば、事例を共

有していただきたいです。 

 人口の少ない町村の担当者は「認知症の相談事例が少なく、相談対応で足りており、認

知症だけに特化した支援（ケアパス）の必要性を感じていない」とのこと。そのような町

村への指導は難しい。 

 他の都道府県で住民の方の声を反映し、利用率の高い認知症ケアパスがあれば御提示

していただきたいです。 

 全国での認知症ケアパスの活用の好事例、認知症ケアパス作成のプロセス等を確認し

たい。また、既に県下全市町村でケアパスを作成、活用している都道府県で市町村にど

のような取組を行って全市町村のケアパスの作成、活用に繋げたのかについて知りた

い。 
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第 3 章 都道府県を対象としたケアパス作成・活用支援会議の実施 

 
１） 目的 

 管内にケアパス未作成の市町村がある都道府県を中心に、都道府県調査結果の報告の他、
未作成自治体に対する支援や活用について検討・ディスカッションを行うべく、支援会議を
開催した。 
また、会議の開催にあたっては、地域特性を踏まえつつ、会議後の都道府県同士の連携や

情報交換につながることを期待し、地方厚生局単位にて実施することとした。 
 
注）地方厚生局・地方厚生支局は全国に 8か所（北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生
局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局、四国厚生支局、九州厚生局）あるが、
支援会議の中で他の都道府県との意見交換等を行うには一定数の都道府県数があったほう
がよいことから、本事業では、以下の 6 つに分け、支援会議を実施した。 

 
○ 北海道厚生局・東北厚生局 
○ 関東信越厚生局 
○ 東海北陸厚生局 
○ 近畿厚生局 
○ 中国四国厚生局・四国厚生支局 
○ 九州厚生局 

  

25



２） 日程、開催方法、参加者数等 
 都道府県対象支援会議は、令和 4 年 1 月 19 日をスタートに、全国６か所のエリアにて、
会場とオンラインのハイブリッド形式での開催を予定した。しかし、1月に新型コロナウイ
ルス感染症が急拡大したことから、会場開催を中止し、オンラインのみとした。 
 
 支援会議の日程と参加者数は以下のとおりである。なお、時間はすべて午後 2時～4 時の
2 時間とした。 
 
表 12 都道府県対象支援会議の日程と参加者数 

エリア 日程 参加都道府県数* 

北海道厚生局・東北厚生局 1 月 19 日（水） ３道県（3 名） 

関東信越厚生局 2 月 9 日（水） ８都県（９名） 

東海北陸厚生局 2 月 3 日（木） ２県（３名） 

近畿厚生局 2 月 7 日（月） １府３県（４名） 

中国四国厚生局・四国厚生支局 1 月 27 日（木） ５県（５名） 

九州厚生局 2 月 18 日（金） ５県（５名） 

【オブザーバー】 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

各厚生局地域包括ケア推進課 

 

【事務局】 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

 

* 「参加都道府県数」には、都合により参加できないため資料のみ希望した都道府県を

含めていない。 

 

３） 内容 
 当日の議事は以下の 3 点である。また、はじめに参加都道府県より自己紹介と会議で確
認したいこと、ケアパス作成・活用に向けて課題に感じていること等について伺い、議事の
中で取り上げるようにした。 
 

（１）先行研究の報告（都道府県対象調査、市町村対象調査） 
（２）認知症ケアパス未作成自治体の特徴と作成支援 
（３）先駆的自治体における認知症ケアパス 

 
 当日の説明スライドと内容は以下のとおりである。 
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令和3年度老健事業
認知症ケアパスの作成と活用に関する個別的支援手法の調査研究

都道府県対象支援会議（資料）

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

1

資料は、都道府県対象支援会議の開催エリアにあわせ、下記の厚生局単位ごとに作成した。

○ 北海道厚生局・東北厚生局
○ 関東信越厚生局
○ 東海北陸厚生局
○ 近畿厚生局
○ 中国四国厚生局・四国厚生支局
○ 九州厚生局

当日は、この資料にある情報の他、上記厚生局単位での、管内都道府県の基礎情報やケアパス作成
状況等について紹介した。

○ 当センターでは令和2年度の老健事業として、「認知症ケアパスの作成と活用の促進に関する調
査研究」を、令和3年度の老健事業として「認知症ケアパスの作成と活用に関する個別的支援手法の
調査研究」を実施した。

○ 昨年度の調査では全国の市町村1,230か所から回答を頂き、自治体のケアパス作成・活用状況
を把握させていただいた。また、今年度の調査では47都道府県の全てから回答を頂いた。これらの
結果を踏まえつつ、ケアパスについて考えていきたい。
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（都道府県調査・市町村調査を踏まえて）
認知症ケアパス作成・活用の「段階」

「地域の認知症ケアパス（社会資源の整理表）」の活用

本人や家族の声を
活かした改訂

「共生社会」を踏まえた
認知症ケアパスの改訂

認知症の備え・予防に
関する情報の追記

社会資源の把握・整理

「地域の認知症ケアパス（社会資源の整理表）」の作成

相談受付時に配布

個々のケースに即して活用

一部・全戸配布

認知症に関する情報提供
（普及・啓発）
相談窓口の周知

講演会・講座・店舗等
での配布

認知症に関する情報提供
（普及・啓発）
相談窓口の周知

医療機関・薬局等
での配布

受容支援・将来への備え
早期対応・早期支援

「これから」の認知症ケアパス
・認知症になっても希望をもって生活できる「地域共生社会」の構築に向けた情報提供
・診断後の生活に関する「備え」や「進行の抑制（予防）」を前もって行うための情報提供

第
一
段
階

第
二
段
階

第
三
段
階

未
作
成

自
治
体

作
成
済
み
自
治
体

先
駆
的
自
治
体

○ まず、ケアパスの作成・活用の状況は、第一段階から第三段階まで、3つのカテゴリーに分けるこ
とができると考える。

○ 第一段階は「認知症ケアパスを作成する」段階で、地域にある社会資源の把握・整理や、その整理
表を作成するところである。
なお、全国にはまだ未作成の市町村があるが、そこはこの第一段階を目指していただくことになる。

○ 第二段階は、「作成したケアパスを活用する」段階である。活用の仕方は市町村によって様々で、
相談受付時に配布をしているところが最も多い。その他、全戸配布をしていたり、講演会や講座等で
紹介をしたり、銀行やスーパーといった店舗で配布をしたりするなど、様々な場所でケアパスを配布
している市町村もある。これらは、「認知症に関する情報提供」や「相談窓口の周知」を目的に行って
いる。
その他、医療機関や薬局で配布している市町村もあり、情報提供や相談窓口の周知の他、病気の受
容支援や将来への備え、早期対応・早期支援を目的としている。

○ 第三段階は、活用したケアパスを見直し、本人や家族の声を活かして改訂したり、「地域共生社
会」を目指し、それを踏まえた情報を掲載したケアパスに改訂したり、認知症の備えや予防といった情
報を追記して個々の認知症ケアパスを充実させるための情報を充実させたりするなど、ケアパスを
さらにブラッシュアップさせている段階である。
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認知症の⼈が地域
で⽣活するための
基盤づくり

○介護保険
サービス

○医療サービス

○地域⽀援事業等

○インフォーマル
サービス

認知症の⼈への適
切なケアマネジメ
ントの実施

○専⾨職間の情報
連携のしくみ・連
携ツールの活⽤

○標準的な「認知
症ケアの⼿順（⽀
援⼿順）」の活⽤

認知症の⼈やその家族が、認知症と疑われる症状が発⽣した場合に、
いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理解できる。

資料：「認知症ケアパス作成の手引き」ｐ10より抜粋

認知症ケアパスの説明と概念図
（認知症施策推進5か年計画：2012年）

（説明）認知症の人の容態にあわせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サービス等を受けることが
できるのか、具体的な機関名やケア内容等をあらかじめ認知症の人とその家族に提示する。

3

地域の
認知症ケアパス 個々の

認知症ケアパス

○ この図は平成24年に国が認知症施策推進5か年計画（オレンジプラン）を発表したときに紹介さ
れたケアパスの概念図である。

○ この図の中には2つの認知症ケアパスが紹介されている。
1つは認知症の人が認知症の疑いの段階から地域包括支援センターに相談に行き、認知症疾患医療
センターでの診断やかかりつけ医の受診などを受け、日常生活を送りながら必要に応じて介護保険
サービス等を利用し、急性増悪期の際には医療機関の受診をしつつ、地域の中で暮らしていくという、
一人ひとりの認知症の人のケアの流れを示している。これを、「個々の認知症ケアパス」と呼ぶ。

○ もう一つは、個々の認知症の人の生活を支えるために、地域には様々な社会資源が整備されて
いる。この図は平成24年に作成されたため、まだ認知症カフェやチームオレンジといった取組が始
まっていないことから記されていないが、現在では医療機関や介護サービスの他、商店街や民間企
業、住民ボランティアなど、様々な支援が地域にある。これらをわかりやすくまとめたものが「地域の
認知症ケアパス」で、市町村に作成が求められているのは、この「地域の認知症ケアパス」である。
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認知症施策推進大綱での表記

1. 普及啓発・本人発信支援 （2）相談先の周知
認知症に関する基礎的な情報と共に、具体的な相談先や受診先の利用方法等が明確に伝
わるようにする。

3. 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 （１）早期発見・早期対応、医療体制の整備
〇 市町村
地域の中で、認知症の容態や段階に応じた適切な医療や介護サービスの流れを示すとと
もに、各々の状況に最も適する相談先や受診先等を整理した「認知症ケアパス」が約６割の
市町村で作成されている。未作成市町村における作成を促すとともに、作成している市町村に
おいては点検を行い、住民及び関係機関に広く周知する 。その際に、認知症の人やその家族
の意見を踏まえて行う。
「認知症ケアパス」の作成・点検にあたっては、認知症地域支援推進員が中心となり、地域
住民の活動（インフォーマルサポート）を盛り込み、地域共生社会の実現を目指す。
また、医療 ・介護関係者間の情報共有のツールとして、地域の実情に応じた認知症情報連
携シートの効果的な活用を推進する。 ⇒KPI：市町村における認知症ケアパス作成率 100％

4

○ 認知症施策推進大綱では、ケアパスは1つ目の柱である「普及啓発・本人発信支援」と3つ目の柱
である「医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」のところに記されている。

○ ポイントとして、ケアパスは「認知症に関する基礎的な情報」と「相談先や受診先の利用方法等」が
記されていることが求められていること、また未作成市町村における作成を促進するとともに、作成
している市町村においては、内容の点検を行うことが求められている。

○ そして、KPIとしては、市町村におけるケアパス作成率100%が求められている。
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5

厚生労働省実施
認知症ケアパス作成状況に関する調査

(作成状況）

回答数 割合

作成しており、活用している 1,368 78.6

作成しているが、活用していない 172 9.9

作成中 61 3.5

作成していない 140 8.0

計 1,741 100.0

＜全国＞

注：都道府県対象支援会議実施時点での集計結果

○ こちらは厚生労働省が実施した調査の結果で、全国1,741の市町村における令和2年度のケア
パス作成状況は上記のとおり「作成しており、活用している」が78.6%であった。

○ それに対し、「作成中」と回答した市町村は61か所、3.5%で、「作成していない」と回答した市町
村は140か所、8.0%であった。

注：報告書本文（第2章）には令和4年2月集計時点の数値を紹介しているが、ここでは都道府県対象
支援会議当日の資料の数字を紹介している。
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厚生労働省実施
認知症ケアパス作成状況に関する調査

6

○ 令和2年度におけるケアパス作成状況を都道府県ごとにグラフにするとこのような状況である。
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都道府県調査
結果
（令和3年度実施）

7

○ 次に、都道府県調査結果を報告する。
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回答のあった都道府県の状況

（全国）

8

回答数 平均 SD 最小 最大

人口（万人） 47 ２７５.１ 280.7 55 1,385

高齢化率（％） ４７ 30.7 3.2 22.5 37.5

令和3年度老健事業
都道府県調査

○ 今年度の都道府県調査には47都道府県すべてにご協力を頂いた。

○ 人口の平均は275.1万人、高齢化率の平均は30.7%である。

○ ただし、それぞれの最小値と最大値を見ると、人口は55万人から1,385万人まで、高齢化率も
22.5%から37.5%までと大変幅が広い。

34



2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

ra
te
65

ケアパス未作成自治体の有無
回答数 割合

はい 25 53.2

いいえ 21 44.7

わからない 1 2.1

計 47 100.0

9

人口規模と高齢化率 人口規模と管内に町村の占める割合

令和3年度老健事業
都道府県調査
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○ 次にケアパス未作成の自治体の有無であるが、ケアパス未作成の自治体があるかという質問に
対し、「はい」と回答した都道府県は25か所、53.2%であった。

○ ケアパス未作成の自治体は人口規模が小さなところが多い傾向が見られるが、人口規模や高齢
化率、管内に町村が占める割合がケアパス未作成の自治体の有無と関係しているかを見るために、
グラフを作成した。

○ 管内に町村が占める割合については、割合が高いほど管内に町村が多い、つまり人口規模の小
さな自治体が多いということであり、もし管内に町村の占める割合が高い都道府県ほどケアパス未
作成の自治体が多いか否かを確認した。

○ しかし、グラフにあるように、未作成自治体のない都道府県（青○）、未作成自治体のある都道府
県（赤○）は混在してる状況であり、人口規模や高齢化率、町村が占める割合等による影響は見られ
なかった。

35



未作成の理由について（ｎ=25）
回答数 割合

A． 市町村職員（認知症施策担当）の人手不足/業務過多 12 48.0

B． 地域包括支援センター職員の人手不足/業務過多 9 36.0

C． 認知症地域支援推進員の人手不足/業務過多 5 20.0

D． 専門職の人手不足 1 4.0

E． 認知症ケアパスを作成するノウハウがわからない 4 16.0

F． 認知症ケアパスに何を掲載するとよいかわからない 2 8.0

G． 関係者の協力が得られにくい 0 0.0

H． 予算の不足 0 0.0

I． すでにある冊子等で情報提供ができている（認知症ケアパスを作成する必要性を感じない） 3 12.0

J． 個別に相談対応しているので、認知症ケアパスを活用する場がない 6 24.0

K． 社会資源（医療機関や介護保険サービスを含む）が少なく、整理するほどではない 4 16.0

L． 認知症に関する情報や取組がない 1 4.0

M． 認知症ケアパスの制度的な位置づけや必要性がわからない 2 8.0

N． 作成や更新のスケジュール感がわからない（いつまでに作るべきか、どのタイミングで更
新するか等）

0 0.0

O． その他 5 20.0

P． 理由を聞いたことはない 4 16.0

10

令和3年度老健事業
都道府県調査

○ 次に、ケアパス未作成のある都道府県に対し、未作成の理由について市町村から聞いた内容につ
いて複数回答で確認したところ、市町村職員や地域包括支援センター職員、認知症地域支援推進員
等の人手不足や業務過多に対する回答が多く、次いで「個別に相談対応しているので、認知症ケアパ
スを活用する場がない」という回答であった。
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未作成の市町村に対し、
令和３～４年度に支援を行う予定があるか

回答数 割合

はい 5 20.0

いいえ 8 32.0

検討中 12 48.0

計 ２５ 100.0

11

＜「はい」の回答の具体的内容＞
 R3：好事例の収集、作成ポイントの聞き取り、全市町村の作成状況一覧表を情報
提供、R4：ケアパスの作成・活用に向けた説明会の実施（ウェブ会議）、好事例や
作成例の提供

 先駆的な市町村職員と同行し個別訪問して具体的な助言指導を行う
 ケアパス補助金の活用や地域支援推進員の研修の参加勧奨
 希望があればアドバイザーを派遣する
 他市町のケアパスに関する情報提供

令和3年度老健事業
都道府県調査

○ また、ケアパス未作成の市町村に対し、令和3～4年度にかけて支援を行う予定があるかを確認
したところ、「はい」と回答した都道府県は5か所で、「いいえ」と回答した都道府県（8か所）を下回っ
た。また、「検討中」と回答した都道府県が12か所あった。

○ 「はい」と回答した都道府県の具体的な内容については以下にまとめた。
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市町村への作成・活用に向けた
支援の実施状況

回答数 割合

はい 30 63.8

いいえ 9 19.2

わからない/経過や経緯が不明 8 17.0

計 47 100.0

12

回答数 割合

A．認知症ケアパスに特化した研修会の開催または全国規模の研修会への参加支援 8 26.7

B．都道府県独自の認知症地域支援推進員や市町村職員対象研修等にて好事例等を
紹介

13 43.3

C．都道府県や地区の医師会や認知症疾患医療センター等に、市町村への協力を依頼
する等の連絡・調整

4 13.3

D．近隣市町村で共同で認知症ケアパスを作成・活用するための支援 0 0.0

E．全市町村に対し、メール等を用いた情報提供 16 53.3

F．作成に向けた個別支援（電話、メール等を含む）の実施 7 23.3

G．活用に向けた個別支援（電話、メール等を含む）の実施 3 10.0

H．その他 8 26.7

令和3年度老健事業
都道府県調査

○ これまで市町村に対してケアパスの作成・活用に関する何かしらの支援を行ってきたかについて
確認したところ、「はい」と回答した都道府県が最も多く、30か所（63.8%）であった。

○ 「はい」と回答した都道府県に、支援の内容について複数回答で確認したところ、最も多かったの
は「全市町村に対し、メール等を用いた情報提供」で16か所、次いで「都道府県独自の認知症地域支
援推進員や市町村職員対象研修にて好事例等を紹介」が13か所であった。

○ また、作成・活用に向けた個別支援を行っていると回答した都道府県もあった。
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行った支援のうち、効果があったと
思われるものやその具体的方法

13

 市町村職員を対象とした研修会の開催
市町村職員対象研修にて認知症ケアパスを持参してもらい、他市町村と意見
交換ができる機会を設けた

 「認知症ケアパスの手引き」や先進市町村のケアパスを共有すること

 全市町村の作成状況を周知
ケアパス作成状況の国の調査結果を共有

 県医師会、郡医師会と市町が連携する事業を実施し、地域の実情に応
じた認知症ケアパスの作成・普及を図った

 個々の市町村の実情に合わせての助言

 県のHPにて各市町村のケアパスを公開

令和3年度老健事業
都道府県調査

○ 都道府県が行った支援のうち、効果があったと思われるものや、その具体的方法について確認を
したところ、都道府県から様々な回答が寄せられた。

○ それらをまとめると上記のようになる。

○ 最も多かった回答は研修会の開催で、市町村職員を対象とした研修でケアパスを持参してもらい、
他市町村と意見交換の場を設けたという回答があった。他市町村のケアパスを見ることはあっても、
具体的に意見交換をする場というのはなかなかないため、都道府県が行う研修としては大変効果的
と考える。

○ また、全市町村の作成状況を周知することで、「未作成の市町村職員が『自分たちも作らなけれ
ば』という気持ちになった」という報告があった。
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国や研究機関から、どのような情報や支援が
あると、市町村への支援が進むと思うか

 ケアパス活用の好事例の提供

 市町村における活用

 都道府県が市町村に支援を行い、作成につながった事例（特にケアパス作成

の必要性を感じていない市町村への対応等）

 ケアパス作成の（オンライン）研修

 市町村職員対象

 都道府県職員対象

 自治体独自のケアパスの創意工夫点等をまとめた情報提供（事例集）

14

令和3年度老健事業
都道府県調査

○ ケアパスの作成・活用を促進するために、国や研究機関からどのような情報や支援があると、市
町村への支援が進むと思うかという質問に対し、「ケアパス活用の好事例の提供」や「オンラインを含
めた研修」、「事例集の作成や情報提供」といった回答があった。

○ なお、好事例や事例集については、昨年度の老健事業で作成した「認知症ケアパス作成と活用の
手引き」にて紹介しているので、参考にしていただきたい。
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管内市町村で共同で認知症ケアパスを
作成しているところはあるか

15

回答数 割合

はい 8 17.0

いいえ 16 34.0

わからない/把握していない 22 46.8

無回答 1 2.2

計 47 100.0

青森県 大間町、風間浦村、佐井村

岩手県 一関市、平泉町

栃木県
塩谷地区（矢板市、塩谷町、さくら市、高根沢町）
那須地区（那須塩原市、大田原市、那須町）

千葉県 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南市

富山県 舟橋村、上市町、立山町、砺波市、小矢部市、南砺市

京都府 笠置町、和束町、南山城村（相楽東部広域連合）

兵庫県
県内の医師会単位で作成された認知症の「退院支援、地域連携クリティカルパス」有
＊西脇市多可郡医師会作成「認知症診療連携パスガイド」

長崎県 島原地域広域市町村圏組合

令和3年度老健事業
都道府県調査

○ 次に、管内市町村で共同でケアパスを作成しているところがあるかを確認したところ、「はい」と
回答した都道府県は8か所であった。

○ 具体的市町村名を記すので、ぜひ参考にしていただきたい。

○ また、「わからない/把握していない」と回答した都道府県は約半数、22か所であった。
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管内で認知症ケアパスを
積極的に活用している市町村はあるか

回答数 割合

はい 18 38.3

いいえ 1 2.1

わからない/把握していない 28 59.6

計 ４７ 100.0

16

令和3年度老健事業
都道府県調査

認知症ケアパスの全戸配布、認知症に関する講演会や映画会などでの配布等
冊子版と概要版の作成、市全体版と日常生活圏域版を作成
認知症について楽しく学べる工夫

→普及啓発と理解促進
認知症ケアパスに認知症の気づきチェックリストや受診時に役立つメモ、ご自身のこと
について記入するページを掲載

→個々の認知症ケアパスを充実させるための工夫
相談内容ごとに相談先を明記
「地域共生型ケアパス」を作成し、市の目指す方向性を示す

○ 「管内でケアパスを積極的に活用している市町村はあるか」の質問に対し、「はい」と回答した都道
府県は18か所であった。

○ 活用方法については下記にまとめた。大きく分けて、

・ 全戸配布や講演会等様々な場での配布
・ 冊子版と概要版の作成、市全体版と日常生活圏域版の作成
・ 認知症について楽しく学べる工夫

といった、認知症の普及啓発や理解促進に力を入れているもの、

・ 認知症ケアパスに認知症の気づきチェックリストや受診時に役立つメモ、ご自身のことについ
て記入するページを掲載

といった、「個々の認知症ケアパス」を充実させるための工夫をしているものの他、

・ 相談内容ごとに相談先を明記
・ 「地域共生型ケアパス」を作成し、市の目指す方向性を示す

といった回答があった。

また、「わからない／把握していない」と回答した都道府県が28か所、58.6％を占めた。
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市町村調査
結果
（令和2年度実施）

17

○ 次に、昨年度実施した市町村調査の結果を報告する。
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全国調査の結果報告

18

調査期間：令和2年１０月２０日（火）～１２月7日（月）

調査票の送付：調査票をメールにて各都道府県に送付し、
管内市区町村に送付していただくよう依頼。

調査票の返送：ウェブでの回答の他、メール、ファックス、郵送にて回収。

回収数： １，２４３件
（うち、政令市の区からの回答：１９件）

調査への同意数：１，２３０件

10
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40
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60

ra
te
65

回答のあった自治体の
人口規模と高齢化率の分布

令和2年度老健事業
市町村調査

○ 昨年度は全国の市町村を対象に、ケアパスの作成・活用状況について調査を行った。

○ 調査の概要は上記のとおりで、回収数は1,243か所あった。そのうち、調査への同意があったの
が1,230件である。

○ 右下に回答のあった自治体の人口規模と高齢化率の分布を示す。横軸は人口、縦軸は高齢化率
であるが、人口規模の小さなところほど、高齢化率の分散が大きい。
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認知症ケアパスの作成状況

19

カテゴリー名 回答数 %
すでに作成済みである 1,08６ 88.３
現在作成中である 4５ 3.6
作成予定ではあるが、
現段階ではまだ取りかかっていない

71 5.8

作成予定はない 28 2.3
無回答 0 0.0
全体 1,23０ 100.0 平成26年度まで

12.9

平成2７～28年度
41.4

平成29～30年度
32.6

令和元年度
6.9

令和2年度以降
5.5

【作成年度】

【作成状況】

令和2年度老健事業
市町村調査

○ 認知症ケアパスの作成状況について、この調査では、「すでに作成済み」、「作成中」、「作成予定だ
がまだ取りかかっていない」、「作成予定はない」の4つの項目で確認した。

○ 「すでに作成済み」の回答は、最初に紹介した厚生労働省の調査における「作成し、活用している」、
「作成したが、活用していない」の回答と同じ意味合いであり、本調査の結果は88.3%で、厚生労働
省の調査結果では88.5%であった。

○ また、「作成中」は、本調査では3.7%、厚生労働省の調査結果では3.5%であった。

○ 本調査において「作成予定だが、まだ取りかかっていない」と回答した市町村は5.8%、「作成予
定はない」と回答した市町村は2.3%であり、両者を足すと8.1%である。それに対し、厚生労働省の
調査では「作成していない」と回答した市町村が8.0%であった。

○ このように、本調査結果と厚生労働省の調査結果はほぼ同じであり、それを踏まえると、全国の
ケアパス未作成の市町村のうち、5.8%は作成を予定しているがまだ取りかかれていない状況、
2.3%は作成予定を立てていない状況であると推測される。
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未作成自治体の人口規模
（単位：千人）

20

回答数 平均 SD 最小値 最大値

すでに作成済みである 1,086 93.1 198.2 0.3 3757

現在作成中である 45 32.4 39.7 1.3 158.2

作成予定ではあるが、
現段階ではまだ取りかかって
いない

71 21.5 28.3 0.7 111

作成予定はない 28 4.7 4.8 0.2 19

「作成予定はない」、「まだ取りかかっていない」自治体ほど、
人口の平均値・分散が小さく最大値も小さい傾向 ⇒ ただし、最小値に差は見られない

令和2年度老健事業
市町村調査

○ ケアパス未作成の自治体は人口規模の小さなところが多い傾向があるが、それでは人口規模の
小ささが本当にその要因であるのかを確認するため、作成状況別に人口の平均値を比較した。

○ 作成状況に大きな偏りがあることから、平均値は参考として見ていただきたいが、「すでに作成
済みである」と回答した市町村の平均が9.31万人であるのに対し、「作成予定だがまだ取りかかって
いない」、「作成予定はない」と回答した市町村の人口の平均は大変小さいことが分かる。

○ ただし、留意したい点として、それぞれの最小値を見ると、「すでに作成済みである」と回答した自
治体の最小値は約300人であり、「作成予定だがまだ取りかかっていない」、「作成予定はない」の回
答のあった市町村と差は見られない。
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21

未作成自治体の高齢化率
（単位：％）

回答数 平均 SD 最小値 最大値

すでに作成済みである 1,086 32.9 7.2 14.7 63.9

現在作成中である 45 37.2 6.8 23.5 50.0

作成予定ではあるが、
現段階ではまだ取りかかって
いない

71 35.4 8.7 15.7 59.2

作成予定はない 28 40.6 7.5 17.3 52.3

「作成予定はない」、「まだ取りかかっていない」自治体は高齢化率が高いが、
SDや最小値、最大値等をみると特に特徴はない

令和2年度老健事業
市町村調査

○ 次に、ケアパス未作成自治体の高齢化率の平均を見ると、「作成予定はない」と回答した市町村の
高齢化率が最も高いが、標準偏差（SD）や最小値、最大値を見ると、あまり特徴はない。
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作成済み・作成中＆未作成自治体の
人口規模と高齢化率の分布

22

追加資料
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人口
（単位：千人）

人口
（単位：千人）

高
齢
化
率
(
単
位
％
)

高
齢
化
率
(
単
位
％
)

作成済み自治体

現在作成中、作成予定だがまだ取りかかっていない、
作成予定のない自治体

○ 先ほど示した回答のあった市町村の人口規模と高齢化率のグラフを、作成済みの市町村は青、
「現在作成中」、「作成予定だがまだ取りかかっていない」、「作成予定はない」と回答した市町村を赤
で記したところ、左上のような状況である。

○ 詳細をより見るために、人口規模が20万人以下の市町村を抜き出してグラフを作成したところ、
右側のようなグラフとなった。

○ グラフを見るとわかるとおり、青と赤のドットが混在してるような状況であり、「現在作成中」、「作
成予定だがまだ取りかかっていない」、「作成予定はない」と回答した自治体は、確かに人口規模が少
ないところが多い傾向ではあるが、同じような傾向の自治体ですでに作成済みの自治体も多くある。

○ 先ほどの表で示したように、平均値だけを見ると、未作成市町村の人口規模の小ささや高齢化
率の高さが目立つが、すでに作成済みの市町村は数が多いことや、人口規模の大きなところも多い
こと等から、平均値に影響が出てしまう。

○ しかし、人口規模の小さな市町村のみを抽出してみた場合には、未作成の市町村と同じような市
町村ですでにケアパスを作成しているところが多くあり、人口規模の小ささが、必ずしもケアパス未
作成の原因とはなっていないことに留意したい。
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認知症ケアパスを作成していない
理由

 包括職員が認知症初期集中支援チームも兼務しているため業務が多く作成まで手が回っていないのが現状

 専門医やOT、心理士、精神保健福祉士等の人材が少ない。

人材がいないため認知症支援に取り組めない。

 村民は悩みや相談があると村役場へ連絡がきます。内容により、各部署へ連絡が入りますが、その都度福祉事務
所などが対応しており、情報提供ができる状態にあります。そのためケアパスは作成する必要がないと考えています。

 認知症当人や家族が認知症であることを受容できず、必要なサービスに繋げることは困難なことが多い。

 地域資源が村内に充分でなく、近隣市のケアパス等を紹介している現状である。住民の相談先が包括センター・
社協の２択となるため、作成に対し緊急性を感じていない。

 人口７千人の狭小な自治体、限られた自治体内の資源の中では困難

 社会資源が少なく、相談窓口も少ない自治体では、サービス利用等を知るツールとしては期待出来ない。認知症
の人や家族が、今後の経過を考える時の参考にはなると思う。

 小さい自治体のためサービスや医療機関が限られている。広域でパスを作成しており、村で作成する効果が薄い。

 現状では関係機関を含め、ケアパスの必要性を説明したり、利便性について納得のいく資料がなく、活用への期
待が薄い。また、行政も積極的に取組を奨励していない。

23

令和2年度老健事業
市町村調査

○ こちらは、市町村が挙げたケアパス未作成の理由である。

○ 多くは都道府県職員の方も聞いたことがあると思われる。
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認知症ケアパスに掲載した内容
（複数回答）

24

81.0 

12.0 

39.6 

13.0 

17.1 

84.3 

68.7 

92.6 

73.7 

58.8 

45.6 

65.6 

33.8 

11.3 

1.5 

社会資源の整理表

認知症の人本人の声

日常生活の工夫に関する情報

認知症の人の希望や意思を記す欄／ページ

認知症の人の意思決定支援に関する情報

認知症に関する説明（種類、症状等）

認知症の人への関わり方の紹介

相談先一覧

介護・医療・福祉等のサービス一覧

認知症の予防に関する情報

認知症サポーター、ボランティア等、企業や地域住民が取組む活動…

認知症チェックリスト

診断後支援に関する情報

その他

無回答
数字は割合（％）

社会資源の紹介だけが
ケアパスの目的ではない

令和2年度老健事業
市町村調査

○ 次に、ケアパス作成に向けた調査結果をお知らせする。

○ こちらはケアパス作成済みの自治体に対し、どのような内容を掲載したかを確認したものである。

○ 「地域の認知症ケアパス」には社会資源の整理が求められているところであり、81%の自治体が
掲載をしているとの回答であった。中には掲載をしていない市町村があるということであるが、これ
は、人口規模が小さく、社会資源の数が限られていることから、整理表を作成するまでもないケース
が考えられる。

○ その他に、相談先の一覧や認知症に関する説明といった、ケアパスに求められる要素を盛り込ん
でいる市町村が多くあった。

○ また、認知症の人の本人の声や日常生活の工夫に関する情報、認知症の予防に関数🄬情報等、最

新の情報を盛り込んでいる市町村も一定数あった。
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作成時の協力機関
（複数回答）

25

8.0 

21.3 

72.1 

81.6 

61.7 

32.8 

28.2 

2.8 

11.9 

28.1 

6.5 

27.7 

9.9 

7.2 

11.1 

27.4 

29.6 

34.3 

7.1 

13.6 

2.6 

1.8 

認知症の人の団体／グループ

家族会

行政

地域包括支援センター

認知症地域支援推進員

認知症初期集中支援チーム員

医師会

看護協会

薬局

認知症サポート医

認知症かかりつけ医

認知症疾患医療センター

保健所

上記以外の専門医療機関（医師、看護師含む）

上記以外の一般医療機関（医師、看護師含む）

介護保険事業所（居宅介護支援事業所を除く）

居宅介護支援事業所

社会福祉協議会

一般市民

民生児童委員

弁護士・税理士等

民間企業職員

数字は割合（％）

令和2年度老健事業
市町村調査

○ こちらは作成時に協力を依頼した機関である。

○ 行政、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員が突出しているが、その他に認知症初期集
中支援チーム員や医師会、認知症サポート医や認知症疾患医療センターといった医療関係の他、介護
保険事業所や居宅介護支援事業所といった介護サービス関係、社会福祉協議会や家族会等の報告が
あった。
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認知症ケアパスの周知方法
（複数回答）

26

回答数 %
印刷物を作成し、配布 1,085 95.9
ウェブサイトで公開 655 57.9
その他 80 7.1
無回答 11 1.0
全体 1,131 100.0

37.7 

51.2 

93.4 

44.9 

86.8 

48.8 

51.2 

32.9 

25.5 

46.2 

24.0 

認知症疾患医療センター

1以外の医療機関

地域包括支援センター

認知症初期集中支援チーム

市区町村窓口

社会福祉協議会

居宅介護支援事業所

介護事業所

介護施設

認知症カフェ

その他

【印刷した認知症ケアパスの配布先】

数字は割合（％）

令和2年度老健事業
市町村調査

○ ケアパスの周知方法を複数回答で確認したところ、「印刷物を作成し、配布」と回答した市町村が
95.9%あった。

○ 印刷したケアパスの配布先を確認したところ、地域包括支援センターが最も多く、次いで市区町
村窓口であった。また、医療機関や認知症初期集中支援チーム、社会福祉協議会や居宅介護支援事
業所のほか、認知症カフェでも配布をしているという回答が半数前後あった。

○ また、ウェブサイトで公開しているという回答は57.9%あったが、公開していない場合、遠方に
暮らす家族がケアパスを確認したくとも、確認できないケースもあることが想定される。
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認知症ケアパスの
作成・普及・アップデート時の課題

27

数字は割合（％）

令和2年度老健事業
市町村調査

○ ケアパスの作成・普及・アップデート時の課題についてであるが、「ケアパスに認知症の人の希望
や意見を反映することが難しい」、「認知症の人への周知が難しい」といった、認知症の人との接点に
関わるものについて、半数以上が「大変そう思う」、「まあそう思う」と回答している。

○ また、「他業務に時間を取られ、作成・アップデートの時間がない」についても半数以上が、「社会
資源が少ない/紹介するものがない」の質問に対しては、40%の市町村が「大変そう思う」、「まあそ
う思う」と回答した。

○ 以上が市町村調査の結果の大まかな紹介であるが、詳しくは昨年度の報告書を参照されたい。
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国立研究開発法人

国立長寿医療研究センター

様々な認知症施策
～限られた人材、時間でどのように実施するか～

28

認知症ケアパス

若年性認知症

本⼈
ミーティング

認知症
サポーター養成

認知症カフェ
普及・啓発
認知症講演会

家族⽀援

総合相談 ⽇常⽣活⽀援
総合事業

認知症地域⽀援
推進員

認知症初期集中
⽀援チーム

認知症の⼈の
社会参加

チームオレンジ

キャラバン・
メイト

○ 現在、認知症施策は様々展開されており、特に認知症地域支援推進員はケアパスの作成や認知
症カフェの企画・運営、認知症の人の社会参加支援などの中心的役割を担っている。

○ また、認知症地域支援推進員の多くは地域包括支援センターにいることから、その業務である総
合相談や日常生活支援総合事業も担当している。さらに、認知症初期集中支援チームのチーム員を
併任している場合もある。

○ このように様々ある認知症施策を、限られた人材、時間でどのように実施していくかが重要であ
る。
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国立研究開発法人

国立長寿医療研究センター

277

197

49
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5

1

64

9

11

296

191

70

79

34

3

24

14

7
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認知症初期集中支援チーム

認知症カフェ

家族会/家族教室

高齢者見守りネットワーク

認知症のご本人の就労（継続）支援

家族の就労（継続）支援

認知症にやさしい図書館、講演会等、情報提供…

傾聴ボランティア等による訪問

その他

最も効果を感じている 最も課題に感じている

認知症の施策・取組に対する自治体の自己評価

29資料：国立長寿医療研究センター
「認知症予防及び早期支援のための効果的な取組に関する研究事業」
令和元年度老健事業報告書

（Ｎ＝718自治体 単数回答）

市町村によって
効果を感じる、または
課題を感じる取組が

異なる

得意とする取組の更なる発展と、
課題と感じている取組に対する

対応

○ このスライドは令和元年度の老健事業にて当センターが実施した市町村調査の結果である。

○ この調査では認知症予防及び早期支援のための取組において、「最も効果を感じている取組は
何か」、「最も課題を感じている取組は何か」について取組の中から1つを選んでいただく形で確認し
た。その結果、「最も効果を感じている」という回答が最も多かったのは「認知症初期集中支援チー
ム」で277件、次いで「認知症カフェ」で197件であった。

○ また、「最も課題に感じている」の回答で最も多かったものも「認知症初期集中支援チーム」で
296件、次いで「認知症カフェ」で191件であった。

○ この結果から、認知症施策の様々な取組に対し、市町村によって得意とする取組と、課題と感じ
る取組があるということがわかる。

○ 今後認知症施策を進めていくにあたっては、自分たちの市町村において、どの取組に効果を感じ
ていて、どの取組に課題を感じているかを整理し、対応していくことが重要である。

○ そしてケアパスの作成・活用の推進にあたっては、自分たちが得意としている取組と絡めて進め
ていくことをお薦めしたい。たとえば、認知症初期集中支援チームの活動に効果を感じてる場合には、
チーム員がケースに対して常にケアパスを使用し、その際に対象者やそのご家族から意見をもらって、
アップデート時に役立てたり、認知症カフェに効果を感じている市町村であれば、認知症カフェの場
においてケアパスを紹介し、参加者から意見を募ったりするといった方法が考えられる。

○ 得意としている施策を中心に、様々な施策を絡めていくことで、認知症施策全般の推進が期待さ
れる。
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（再掲）認知症施策推進大綱での表記

1. 普及啓発・本人発信支援 （2）相談先の周知
認知症に関する基礎的な情報と共に、具体的な相談先や受診先の利用方法等が明確に伝
わるようにする。

3. 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 （１）早期発見・早期対応、医療体制の整備
〇 市町村
地域の中で、認知症の容態や段階に応じた適切な医療や介護サービスの流れを示すとと
もに、各々の状況に最も適する相談先や受診先等を整理した「認知症ケアパス」が約６割の
市町村で作成されている。未作成市町村における作成を促すとともに、作成している市町村に
おいては点検を行い、住民及び関係機関に広く周知する 。その際に、認知症の人やその家族
の意見を踏まえて行う。
「認知症ケアパス」の作成・点検にあたっては、認知症地域支援推進員が中心となり、地域
住民の活動（インフォーマルサポート）を盛り込み、地域共生社会の実現を目指す。
また、医療 ・介護関係者間の情報共有のツールとして、地域の実情に応じた認知症情報連
携シートの効果的な活用を推進する。 ⇒KPI：市町村における認知症ケアパス作成率 100％

30

○ 再掲となるが、認知症施策推進大綱におけるケアパスの説明は上記となっている。

○ 特に今後、地域の人口減少が進んでいくことが推測されている。老後への備えという点で、住民
及び関係機関にケアパスの周知を行うとともに、他の認知症施策と絡めながら活用していくことで、
ケアパスのアップデート、ブラッシュアップに努めていくことが期待される。
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認知症
ケアパス
未作成
自治体の
特徴

31

○ 議題の2つ目として、ケアパス未作成自治体の特徴とその支援方法の検討である。
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認知症ケアパスを未作成の自治体

〇 人口規模が小さい

→ 行政職員や専門職の人手が足りない

→ 社会資源の数が少ない

32

ただし、
人口規模が小さくとも、認知症ケアパスを作成・活用

している自治体は多数ある
＊ 統計的にみても、人口が小さいことは影響していない

むしろ、
人口規模が小さいからこそ、将来への「備え」は必要では

○ 市町村調査や都道府県調査の結果より、未作成自治体の多くは人口規模が小さく、行政職員や
専門職の人手が足りないこと、また社会資源の数が少ないことが報告されている。しかし、全国の市
町村を見ると、人口規模が小さくとも認知症ケアパスを作成・活用している自治体が多数あることが
確認された。

○ むしろ、人口規模が小さいからこそ、将来に向けて「備え」をしていくことが重要ではないか。特に
今後、人口減少が進んでいくと、自助・互助がますます求められる。その時に、「自分はこう暮らした
い」、「こういうサービスを利用していこう」といったことを、住民たちに考えてもらうことが重要では
ないだろうか。
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人口が小さい自治体の特長

〇 関係機関に限りがある分、連携・調整がしやすい

〇 社会資源の有効活用について、話し合いやすい

〇 住民と顔の見える関係が構築されている

→ 認知症の正しい理解を推進することで、早期相談に結びつける

○ 全住民に認知症ケアパスの周知がしやすい

→住民に、早い段階から老後について考えていただく機会をつくる
（情報提供）

〇 近隣の市町村と連携することで、より充実した認知症ケアパスの
作成が期待できる

33

特長を活かした認知症ケアパスの
作成・周知

○ 人口が小さい自治体の特長として、上記のような点がある。

○ 未作成自治体への支援にあたっては、小規模市町村のこういった特長を活かし、ケアパスの必要
性を感じていただくことが必要と考える。
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先駆的
自治体に
おける
認知症
ケアパス

34

○ 次にケアパスの活用について、先駆的自治体におけるケアパスの紹介を兼ねてディスカッション
をしていきたい。
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様々な「認知症ケアパス」①

長崎県諫早市

東京都町田市

愛知県
豊田市

35

○ こちらは各市町村が作成しているケアパスの一例である。

○ 左上の東京都町田市は、全国の中でも比較的早くにケアパスを作成しており、認知症の容態別に
「まちだ・ほほえみ街道」を作成。街道沿いに市が用意している様々な社会資源の紹介や、それを活用
してどのように暮らせるかのイメージを持ちやすいようにまとめている。

○ 真ん中は愛知県豊田市の「社会資源の整理表」で、一般的にこのような形で表記している市町村
が多いかと思う。

○ 右は長崎県諫早市のもので、諫早市は本人の気持ち、家族の気持ちなど、丁寧に記しており、
ページ数も多く、内容が大変充実している。
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様々な「認知症ケアパス」②

仙台市

茨城県
水戸市

名古屋市
受診にあたってのメモ

36

○ 続いて左側が宮城県仙台市のケアパスで、こちらは認知症の当事者と共に作成したケアパスの第
一号と思われる。内容は認知症の人が読むことを前提に、暮らしのことなどをわかりやすい言葉で丁
寧に記している。

○ 真ん中は愛知県名古屋市の「受診にあたってのメモ」である。政令市である名古屋市は、区ごとに
ケアパスを作成しているが、市としてはケアパスのイメージ図と、この「受診にあたってのメモ」を作
成している。認知症の症状がみられる方が病院を受診する際に、医師に伝えるべき点をわかりやすく
まとめることができるメモである。

○ 右上は茨城県水戸市のケアパスで、認知症について学ぶ冊子と双六の2部構成となっている。
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何をもって「先駆的」とするか？

 当事者・家族の意見の反映

 配布数、配布先

 相談時の活用率

 内容の充実

 イラストや写真、デザイン

37

○ これらのケアパスはそれぞれ特徴があり、その他にも多くの市町村が様々な工夫をしてケアパス
を作成している。

○ ケアパスの活用を考えるにあたり、「何をもって『先駆的』とするか」については、昨年度の老健事
業の検討委員会においても意見が分かれたところである。

○ 今年度実施した都道府県調査においても、「管内市町村で積極的にケアパスを活用しているとこ
ろ」において挙げられた理由として、「配布数」や「配布先」、「内容の充実」や「当事者の意見の反映」、
「イラストや写真、デザイン」等、様々であった。
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38

大項目 評価項目

①当事者視点

Ⅰ 認知症とともに生きる人や家族から、意見収集やニーズの把握を行い反映しているか

Ⅱ わかりやすい表現や言葉使い等の配慮が行われているか

Ⅲ 社会資源等を活用しながら地域で暮らしていく自分や家族の姿がイメージできそうか

②地域で支える視点
（様々なステーク
ホルダーの参加）

Ⅰ 作成委員会や既存会議の活用等を通じ、作成・アップデートが行われているか

Ⅱ 多職種で認知症ケアパスの作成・検討が行われているか

③社会資源の整理
Ⅰ 地域包括ケアの考えに基づく、予防、生活支援、介護、医療、住まいの５つの視点があるか

Ⅱ 地域の社会資源が体系的に整理され、その役割がわかりやすく説明しているか

④内容の充実

Ⅰ 最新の情報となるよう適宜アップデートに努めているか

Ⅱ 本人の意向や意思決定支援等にかかる情報は掲載されているか

Ⅲ 認知症に関する基礎的な情報が掲載されているか

Ⅳ 介護保険以外の情報が充実しているか（認知症サポーター、認知症カフェ、認知症初期集中支援チーム、
認知症地域支援推進員、家族支援、経済的支援 等々）

Ⅴ 早期発見・早期対応の重要性や認知症の進行を緩やかにすると考えられている情報が掲載されているか

Ⅵ 具体的な相談先や受診先に関する情報が掲載されているか

Ⅶ 若年性認知症の本人のニーズにも応えられる内容となっているか

⑤利便性
Ⅰ 様々な場所に配布されているか
Ⅱ ウェブサイトに掲載されているか
Ⅲ 手に取りやすい工夫がされているか

⑥活用・評価
Ⅰ 認知症ケアパスを活用しているか

Ⅱ 認知症ケアパスの効果を測る方法・指標を設けているか

⑦わかりやすさ／
デザイン

Ⅰ 文字の大きさ、色使い、挿し絵、キャラクターの活用など工夫があるか

Ⅱ サービスの活用のイメージが湧きやすい内容となっているか

⑧機能性
Ⅰ 相談につながる工夫があるか
Ⅱ 早期診断につながる工夫があるか

（参考）
令和2年度実施：「認知症ケアパスコンテスト」の確認項目

＊市町村調査の結果を得点化

○ 昨年度の老健事業で実施した認知症ケアパスコンテストにおいては、上記の8つの大項目を立て、
それに対する評価項目を作成し、市町村調査の結果を得点化した。

○ これらの大項目が正しい評価指標と言えるかについては別の議論が必要であり、ケアパスの内容
を充実させようとするとページ数が多くなり、印刷・配布の費用がかかったり、利便性を高めるため
に多くの部数を印刷して配布しようとすると、内容を絞らざるを得ず、重要と思われる内容を掲載で
きなくなったりするといったジレンマがある。

○ そのため、「地域のニーズ」にあわせてケアパスの内容を検討し、配布場所や印刷部数を検討する
といったことが求められる。
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認知症ケアパスの説明と確認事項

 認知症ケアパスの確認

→ 本人・家族にとってわかりやすい表記となっているか

→ 認知症に対する正しい理解を促進する内容となっているか

（誤解や偏見を招く内容になっていないか）

39

（認知症施策推進大綱）

認知症に関する基礎的な情報と共に、具体的な相談先

や受診先の利用方法等が明確に伝わるようにする。

○ ただし、重要なポイントとして、認知症施策推進大綱に「認知症に関する基礎的な情報と共に、具
体的な相談先や受診先の利用方法等が明確に伝わるようにする」と記されており、この２つが柱とな
るであろう。

○ また、認知症ケアパスの作成時や更新時には、ぜひ本人・家族にとってわかりやすい表記となっ
ているか、認知症に対する正しい理解を促進する内容となっているかの2つの視点で確認してほし
い。

○ 具体的には、認知症の症状の説明のところで、認知症の人を傷つけるような表記になっていない
か、認知症は障害を受けた脳の部位によって症状は異なるが、一部の症状（もの忘れ、感情のコント
ロールが難しい）等を強調するようなイラストを使っていないかなどである。
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日本認知症本人ワーキンググループ
丹野様からの巻頭挨拶

（令和2年度老健事業 検討委員会委員）

 私が診断された時に渡された冊子は、重度になってからの介護サービ
ス利用の情報や、暴れたり徘徊したりした時の対応の仕方がほとんどで
した。その冊子を見て安心することはなく、反対に自分も家族に迷惑をか
けてしまうのではと落ち込んでしまいました。

 私は今までの生活をどのように続けていけるかを知りたかったのに、誰
もそのことについて教えてくれることはありませんでした。

 みなさんが考えて作り出したものに当事者や家族を組み入れるので
はなく、当事者に何が必要か聞きながら情報提供をしてほしいと思いま
す。

 そして、よく私の周りでは話せる当事者がいないと言われますが、当事
者はみなさんの目の前にいるはずです。話をしないのではなく、話が出来
る環境がないだけなのです。

 当事者と一緒に作り上げたケアパスは必ずよいものになり、だれもが
安心して活用されると信じています。

40

出典：認知症ケアパス作成と活用の手引き（令和2年度老健事業） p3－4. 一部抜粋

○ 昨年度に作成した「認知症ケアパス作成と活用の手引き」において、検討委員を務めてくださっ
た認知症の当事者である丹野様より、上記のような巻頭挨拶を頂いている。

○ 「暴れたり徘徊したりした時の対応の仕方がほとんど」であり、「その冊子を見て安心することは
なく、反対に自分も家族に迷惑をかけてしまうのではと落ち込んでしまった」とあるが、本来ケアパス
は地域の社会資源を整理してわかりやすく紹介する等、認知症の人やその家族がその地域で暮らし
ていくために有益な情報を提供することが期待されているものである。

66



認知症の人と家族の会
鈴木代表理事からの巻頭挨拶
（令和2年度老健事業 検討委員会委員）

41

 認知症の場合は、脳卒中に比べると、より多くの人々や職種、関係機関や
サービス事業所や施設が関わる必要があります。また、ケアの期間も月や年単
位ではなく、5年、10年、20年という長期に及びます。そして、本人だけではなく、
家族など周囲の人々の生活や人生にも大きな変化や影響をもたらします。

 長い経過の中で、家族など周囲の人々が本人の意思を汲んで決定するとい
う「意思決定支援」の課題もあり、それぞれの自治体や地域の状況に見合った
「認知症ケアパス」を描くことは決して容易なことではないと思います。

 この難しい課題の解決を前に進めていくためには、認知症ケアパス創りの過
程で、認知症とともに生きる本人や家族、地域で認知症に関わっている人たち
が必ず参加し、チームで取り組むことが鍵となります。

 常に「認知症の人と家族が本当に必要としていることは何か」を念頭に置き
ながら、当事者の思いを聴き、施策担当者との相互の信頼関係を築いていくこ
とが大切です。

出典：認知症ケアパス作成と活用の手引き（令和2年度老健事業） p5－6. 一部抜粋

○ とはいえ、行政職員や地域包括支援センター職員、認知症地域支援推進員だけで有益なケアパス
を作ることは難しい。

○ 同じく昨年度の老健事業において検討委員会委員を務めてくださった、認知症の人と家族の会
の鈴木代表理事は、巻頭挨拶にて「それぞれの自治体や地域の状況に見合った『認知症ケアパス』を
描くことは決して容易なことではない」、しかし「認知症とともに生きる本人や家族、地域で認知症に
関わっている人たちが必ず参加し、チームで取り組むことが鍵」と記されている。

○ ケアパスを作成・活用する際は、地域の様々な関係者と連携をしていくことが重要であり、特に認
知症の人や家族といった当事者の意見を聴きながら、信頼関係を築いていくことが重要である。
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認知症ケアパス作成・活用によって
期待される効果

42

 地域の社会資源を整理し、住民にわかりやすく伝達する

⇒ （住民）事前の準備

（市町村）住民ニーズを踏まえ、どのような社会資源を整備するかの検討

 認知症に対する正しい理解の普及

 認知症に関する様々な情報の提供

・ （発症・進行の遅延）認知症予防

・ 通いの場の効果

・ 日常生活の工夫

・ 認知症の人本人の声

 市町村の目指す方向性を提示

○ 認知症ケアパスが最初に紹介された平成24年当時は、認知症に対する正しい理解の促進に力を
入れている市町村が多く、症状の理解や対応に力を入れたケアパスを多く作成している。

○ しかし現在では認知症施策も進み、認知症サポーターも増え、地域の認知症に対する理解は、当
時に比べて格段に進んだと思われる。

○ さらに、認知症施策推進大綱にあるように、「認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせ
る社会」を目指すことを考えると、希望を持って日常生活を過ごすための情報が掲載されているのが
「ケアパス」である。

○ ケアパス作成・活用によって期待される成果として、上記のようなものがある。

○ 特に右側にある地域包括ケアシステムの絵にもあるように、「本人の選択と本人・家族の心構え」
は最も重要な部分であり、そこで活用されるのがケアパスである。

○ さらに、活用にあたってはケアパス単独で考えるのではなく、市町村が力を入れている施策、例
えば認知症初期集中支援チームや認知症カフェ、認知症サポーター養成講座などに絡ませて活用し、
認知症施策全体の推進を目指していきたい。
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４） 会議で話し合われたこと 
 会議に参加した都道府県からは、さまざまな意見が聞かれた。代表的なものを以下にま
とめる。 
 
＜ケアパスの作成・活用について課題に感じていること＞ 
 全市町村で作成できているが、活用できているところが少ない。 

 県としてどこまで関わりを持てるのかがわからない。 

 作成している市町村の数は分かっていても、市町村が実際どのように活用されている

かという実態がわからない。 

 本人の声や意見を反映させたくても、話を聞くことが難しいと聞いている。 

 県内でケアパス未作成のところは医療介護の資源が乏しい地域。 

 小規模な自治体では住民同士顔が見える関係ができているので、認知症だけに特化し

た施策を行政が行なうことをあまり考えていないようだ。そういった小規模な自治体

の職員は、認知症施策だけではなく高齢者施策全般、コロナもワクチンも選挙も全部担

っていて、大変忙しく、そういったところに認知症ケアパスを作りましょうという声掛け

がしづらいと感じている。 

 他の市町のケアパスを参考にすればするほど内容を充実させたくなってくるが、情報

量が多すぎると誰も見なくなってしまうし、情報を取捨選択するために民生委員や初

期集中支援チームの人たちといった関係機関に意見が聞きたくても、コロナで集まるこ

とができない。人手不足に加えて、そういう情報収集の機会が奪われていてなかなか

進んでいない、と聞いている。 

 ケアパスで用いる文言等で、否定的な印象を与えないということは重要だと思うが、ど

のような表現でどうケアパスに落とし込むか、と言われるとなかなか出てこない。市町

村でも同じだと思う。 

 自治体にケアパスの提供を求めたところ、印刷業者に頼んでいるので版権が印刷業者

にあるから提供はできない、とのことだった。 

 
＜ケアパスの作成・活用に関する工夫や提案＞ 
 市町村がオリジナリティを出せるか、というと難しい。人手やスキルの問題があり、一か

ら作ろうと思うと結構重い仕事になるので、ある程度ポイントを絞って、ケアパスのフォ

ーマットを決めてしまうというのも手かなと思う。 

 A市では、市内の大学と協力関係を結び、ケアパスのデザインを学生の教育活動の一環

として取り組んでもらう予定と聞いている。 

 昨年度のケアパスコンテストで受賞された自治体について、県内に情報をフィードバッ

クする、といった情報発信をしている。 

 ケアパスが多く作られた平成 30 年度に、医療介護連携でケアパス未作成の村が集ま

っている地域で、広域で医療介護のマップを作った。そこに初期集中支援チームや、相

談窓口やサポート医についても掲載し、共通の資源を使うということで作った。それは
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専門職向けのマップではあるが、各地域のインフォーマルなものとか、予防事業は各市

町村によって違うので、そこはそれぞれ市町村でケアパスを作ってもらって、あとは共

有の医療介護マップで補完してもらっても良いと思った。 

 
＜支援会議を終えて＞ 
 まずは実態を把握したい。何かの計画を広域で作る自治体もあるので、もしかしたらそ

ういうところがあるのかもしれない。これまで「作成をしているか否か」ということしか

調査をしていなかった。 

 以前市町村から「どこまで作ればよいのか」という問合せがあったので、今後ケアパス

を更新していく際にどこを重点的に更新すればよいかの提案の際に参考になると思っ

た。 

 近隣の市町村と医療的な資源を共有しあうような関係の場づくりが必要ではないかと

思った。 

 ケアパスは市町村で作ると思うが、都道府県レベルでの研修や情報交換会があれば、

他の都道府県の良いケアパスを知ることが出来る。それを持ち帰れば、今度は県でケア

パスに関する研修会などを主催できるし、他の都道府県の資料などが入手できれば、

県内の市町村がケアパスを改訂するときに参考として提示できると思う。 

 以前は市町村会議などでケアパスを提供いただいて皆でケアパスを共有したりするこ

とはあったのだが、令和元年度くらいから会議もなく、交流があまりできていなかっ

た。大きい自治体だとうまく活用できているところもあると思うので、そういう情報も

小規模自治体に共有できればと思う。 

 異動してきたときに、市町村のケアパスを読むと市町村がどんなことをしているかが良

く分かったのだが、初めて見たとき、それが分かりにくい市町村があったり、もう少しこ

ういう情報があれば良いのに、と思ったこともあったので、そういうところを還元して

いきたいと思う。 

 認知症ケアパスを作成することのメリットの情報を出していった方が未作成自治体に

も必要性をわかってもらえるのではないか。 

 人口規模が小さい自治体ところこそ、認知症になっても自分らしい暮らしが地域でで

きるようにより良いケアパスを作ることが大切だと思う。 

 早期相談、早い段階から老後について考えて頂く機会を作るのは大事だと思う。未作

成自治体は人口規模がかなり少ない町村。話を聞くと、そもそもケアパスを作らなくて

も役場で対応できるから必要ないと回答するところもあるが、相談に来てからとか、何

かあってからくる、というのではなく、その前から意識していただくことがすごく大事

だと思う。 

 「認知症の正しい理解を推進することで早期相談に結びつける」、「住民に早い段階から

老後について考えて頂く機会をつくる」というのは、まさに「ケアパスの必要性」であ

り、そういうことを丁寧に市町村担当者に理解してもらうことが重要。 

 活用の点で、初期集中支援チームや日々の支援の中で、本人の意見をもらって改善に
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取り入れていくというのが重要ということを改めて認識した。本人視点を取り入れると

いうのが形だけにならないようにする一つの方法として大変参考になった。 

 私自身が認知症当事者の視点でケアパスを見たことがなかったので、改めて本人が見

て嫌な思いにならないか、見直してみたい。 

 ケアパスは認知症の方や家族のためだけでなく、そうではない方も事前の準備としてイ

メージを持っておく、知識として知っておくためにも必要だということが大きな気づき

だった。今後に生かしていきたいと思う。 
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５） 参考事例の紹介 
１．北海道：未作成自治体への支援 

北海道・東北厚生局管内道県支援会議にて、本事業の検討委員会委員であり、北海道のケ
アパス担当者である神原氏より、未作成自治体の特徴と今後に関する報告があった。要旨は
以下のとおりである。 
＊神原氏作成の資料を「参考資料」に掲載している。 
 
 北海道は市町村数が多く、そのためケアパス未作成の自治体数が多い状況。令和 2 年

現在、北海道の作成率は 6 割程度で、68 ヵ所が未作成。 

 市町村規模を見ると、179 市町村のうち 35 ある市（19.6%）は全て作成済で、未作

成自治体はいずれも町村。その約 7 割は人口 5 千人余りの小規模自治体。 

 主な課題は３つあり、１つは体制的な課題で、小規模自治体における直営包括は、業務

体制に余裕がない傾向があると考える。 

 2 つ目は制度的な位置付けに関する認識。ケアパス作成の意義、認知症施策における

立ち位置、あるいは目標値について、市町村の認識が十分ではない可能性がある。これ

は市町村の責任というわけではなく、そうした認識が広く十分に浸透するように、広域

自治体としての道が効果的な働きかけを行えていなかった、というところに問題があ

ると考えている。 

 3 つ目はケアパスの標準的な構成について。未作成の町村としては、おそらくは手本に

するべき他自治体の作成例が多様で、ボリューム感も異なるので、「どれをスタンダード

にしたらいいかわからない」という声を聞いたことがある。 

 支援方策を考えるにあたり、道内 14 の市庁を通じ、評判の良いケアパスを調査し、何

名かの市町村担当者に聞き取り調査をした。各担当者のケアパスに関する認識や制度

的な位置付けに関する理解度は様々であったが、いずれも共通していたのが、「本人や

家族にとってわかりやすくて使えるケアパスにしたい」ということ。 

 現場での声も踏まえて具体的な支援策を考えた。１つ目の課題については、各市町村で

人員増加をはかることは難しいため、包括任せにするのではなく、事務職が中心とな

り、係も十分協力して作成するよう、該当する市町村に伝えていきたい。 

 ２つ目については制度の体系などを再認識していただくために、該当の資料等を送付

し、作成作業の目安に参照してもらおうと考えている。 

 3つ目は、標準的なケアパスとして道庁から固定的な枠組みを示すことは良くないと思

うが、あえて未作成市町村に伝えるとすれば、という観点で考えて資料を作成した。ケ

アパスに掲載するべき情報や種類などについてはこれまでの手引きの中に示されてい

るが、想像するに、町村としては手引きに示されている情報を全て網羅しなければいけ

ないのか、省略するとなればどの部分を省略すればよいのか、といった検討や判断し

なくてはならないポイントが複数あり、複数あることの困難さが作成を後回しにしてい

る要因の１つと考える。少なくとも「AからDの要素が盛り込まれていれば、ケアパスを

使う本人や家族にとって流れがわかりやすく使いやすい、実用的なもの」といったミニ
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マムな構成例を提案したいと考えている。

 各町村の認知症施策の担当は私が知る限り、少なくともケアパスを適切に作成できる

力量、資質は十分ある。ちょっとした後押し、きっかけがあれば自ずと作成へ向けた取

組を進められると思っている。道としてはきっかけづくりに努めていきたい。

２．岡山県：ケアパス作成・更新時の補助金制度 
 岡山県より、市町村がケアパスを作成・更新するときに補助金制度を設けているとの報告
があった。具体的な内容は以下のとおりである。 

名称 岡山県地域医療介護総合確保基金事業 

（認知症ケアに係る医療連携体制整備事業分）実施要綱 

応募数 ４団体（２市町村、２医師会）（Ｒ３） 

補助金額 上限 746,000 円（Ｒ３） 

補助割合 10 割（R3） 

備考 ケアパス作成のために会議を設けることが必須。関係者が集まって会議をつ

くり、その上で作成する事務費、人件費、印刷費などの経費、あとはケアパス

普及のためのシンポジウムやフォーラムなどを開催する（ケアパス普及が主目

的のものに限る）際に使用可。 

＊令和４年度から、補助上限額、補助割合の変更を予定。
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第 4 章 報告会の開催とリーフレットの作成 

１） 報告会の開催
 令和 2 年度に実施した市町村調査において、ケアパスの優良事例の紹介を希望する声が
大変多かった。そのため、昨年度作成した「認知症ケアパス作成と活用の手引き」において、
説明の中に具体例を表示したり、巻末に「認知症ケアパスコンテスト」の優秀賞、特別賞受
賞自治体のケアパスを紹介したところであるが、そういった「文言」だけでは伝わりにくい
部分もある。また、都道府県対象支援会議において紹介した小規模自治体の特長や、ケアパ
ス見直しの必要性などについて、全国の市町村に向けて伝えていくことも重要である。
そこで、認知症ケアパスの事例紹介と市町村・都道府県を対象とした全国調査の結果報告

を兼ねた報告会を開催した。 

報告会は、ウェブ会議システムを用いて市町村の発表を録画し、それを当センターのホー
ムページにて公開することとした。報告会の内容は以下のとおりである。

＜ケアパス事例紹介＞ 
北海道室蘭市「室蘭市の介護事業の取組とケアパスの見直しに向けて」 

室蘭市認知症地域支援推進員 
塩浦 美香氏、鷲津 輝朗氏、川口 奈央氏、佐々木 雅章氏 

愛知県豊橋市「豊橋市 認知症ケアパス『知って安心 認知症ガイドブック』」 
豊橋市福祉部長寿介護課 地域予防啓発グループ主任 渡邉 文子氏 

山口県萩市「認知症になっても安心して暮らせるまち萩をめざして」 
萩市福祉部/地域包括支援センター所長補佐/保健師 俣賀 由紀子氏 

＜講演＞ 
「認知症ケアパス活用における地域の変化と効果」

活水女子大学看護学部看護学科 講師 岩本 節子氏 
＜情報提供＞ 
「市町村調査、全国調査から見えてくる認知症ケアパスの作成・活用状況と 

  『これから』の認知症ケアパス」 
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター  

企画戦略局リサーチコーディネーター 進藤 由美 

＊報告会 URL： https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/info_roken.html 
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２） リーフレットの作成
 報告会の開催にあたり、「認知症ケアパス作成と活用の手引き」のダイジェスト版を作成
し、ケアパス作成・活用のポイントをわかりやすくまとめ、市町村に配布することとした。 
リーフレットは 3 つのステップに沿って説明する形となっている。

ステップ 1
地域の「認知症ケアパス」の作成

「地域の認知症ケアパス」と「個々の認知症ケ
アパス」の違いを説明するとともに、その必要
性について説明

ステップ２
認知症ケアパスの活用

ケアパスの活用方法について紹介するととも
に、周知方法や印刷物の配布場所の例を紹介

ステップ 3
「これから」の認知症ケアパス

認知症ケアパスの役割と更新時の確認事項につ
いて紹介 

＊「参考資料」にリーフレットを掲載しているので参照されたい。 
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第 5 章 認知症ケアパス作成と活用、そして「これから」に向けて 

 当センターでは平成 30 年度に長寿医療研究開発費にて「認知症ケアパスにある項目と公
開に関する多地域調査～標準的な認知症ケアパス作成に向けて～」3を実施し、市町村を対
象に抽出調査を行った。そして昨年度、今年度と老健事業にてケアパスに関する市町村調査、
全国調査を悉皆にて実施し、全国のケアパスの作成・活用状況について把握を行ってきた。 
 それらの結果や、当センターにて実施している研修等における市町村職員からの聞き取
りなどを踏まえ、ケアパスの作成と活用の課題や工夫、そしてこれからに向けた提言につい
てまとめる。 
 
１） ケアパス作成・活用の「段階」 
市町村や都道府県の全国調査を踏まえ、ケアパスの作成状況について 3 段階に分けて整

理をした。 
 

 
図 3 認知症ケアパス作成・活用の「段階」 
 
 

3 進藤由美「認知症ケアパスにある項目と効果に関する多地域調査～標準的な認知症ケアパス作成に向け
て～（課題番号 30－43）」．平成 30 年度長寿医療研究開発費．2019 年． 
https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/documents/30/30xx-43.pdf 

（都道府県調査・市町村調査を踏まえて）
認知症ケアパス作成・活用の「段階」

「地域の認知症ケアパス（社会資源の整理表）」の活用

本人や家族の声を
活かした改訂

「共生社会」を踏まえた
認知症ケアパスの改訂

認知症の備え・予防に
関する情報の追記

社会資源の把握・整理

「地域の認知症ケアパス（社会資源の整理表）」の作成

相談受付時に配布

個々のケースに即して活用

一部・全戸配布

認知症に関する情報提供
（普及・啓発）
相談窓口の周知

講演会・講座・店舗等
での配布

認知症に関する情報提供
（普及・啓発）
相談窓口の周知

医療機関・薬局等
での配布

受容支援・将来への備え
早期対応・早期支援

「これから」の認知症ケアパス
・認知症になっても希望をもって生活できる「地域共生社会」の構築に向けた情報提供
・診断後の生活に関する「備え」や「進行の抑制（予防）」を前もって行うための情報提供
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図 1にあるように、第一段階は「地域の認知症ケアパス（社会資源の整理表）」の作成で
あり、厚生労働省の調査において、まだ「作成中」、「作成していない」と回答した市町村が
199 か所ある。ケアパス未作成の自治体においては、まずはこの段階を目指すこととなるが、
個別の事情を踏まえつつ、支援をしていく必要があるであろう。 
続く第 2段階は、「作成したケアパスを活用する」段階であるが、活用の仕方は市町村に

よって様々であることが、令和 2 年度の市町村調査で明らかとなっている。今年度の調査
では、都道府県より管内市町村でケアパスを活用している具体例を紹介して頂いたが、認知
症の普及啓発や理解促進に活用している市町村や、個々のケアパスを充実させるための工
夫を掲載している市町村など、様々な具体例が報告された。 
そして第３段階は、活用したケアパスを見直し、本人や家族の声を活かした改訂を行うな

ど、ケアパスをさらにブラッシュアップさせている段階である。今回、報告会で紹介をした
事例は、この第 3段階にあるものであるが、それぞれケアパス作成・活用の目的を明らかに
しつつ、対象や配布方法等を工夫しているので参照されたい。 
現在、多くの自治体は第 2 段階にあるが、相談受付時に配布するだけでなく、目的に応じ

て配布方法等を変えていくことにより、さらに周知が広まると考えられる。 

２） 「備え」の重要性 ～ケアパスを使った情報提供～
ケアパス作成・活用における課題としては職員の不足や業務過多が多く報告された。現在、

日本全体において人口減少が進んでいることに加え、一昨年度からは新型コロナウイルス
感染症への対応に多くの保健医療関係者が関わっていることから、地域によっては医療介
護福祉の専門職が足りないという声が聞かれる。 
しかし、今後もわが国の人口は減少傾向にあることが推測されており、高齢化率もますま

す上がっていくことから、市町村は住民に対して「備え」の情報提供を行っていくことが重
要であり、ケアパスはその役割を担うことのできるツールであると思われる。 

３） 都道府県職員の連携と市町村への支援
認知症施策は基本的に市町村単位で推進されており、都道府県は研修の開催や連携支援

といった「後方支援」を行っている。しかし、「管内で共同でケアパスを作成している市町
村の把握」については 46.8％が、「積極的に活用している事例」については、59.6%が「わ
からない/把握していない」との回答があった。また、管内にケアパス未作成の自治体があ
る場合に、令和 3~4 年度において何かしらの支援を行う予定があるかという質問に対し「い
いえ」と回答した都道府県が 25 か所中 8 か所（32.0%）あるなど、都道府県職員による市
町村支援が難しい状況が感じられた。実際、都道府県対象支援会議において、「市町村に対
してどのように支援をしていくかがわからない」といった声も複数あり、都道府県職員とし
て、市町村の実情がわかりつつ、どういったアプローチ方法があるかについて悩んでいる様
子がうかがえた。 
都道府県による市町村支援として有効なものについては、残念ながら本調査では明らか

にならなかった。具体的には、市町村に対する支援の実施状況とケアパス未作成の市町村の
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有無のクロス集計や、行った支援の内容（研修会の開催、メール等での情報提供、個別支援
等）による違いについて確認したが、特に違いは認められなかった。 
一方、未作成自治体のある都道府県における未作成自治体数を確認すると、3市町村以上

が未作成の都道府県はわずかであり、ほとんどは 1~2 か所という状況である。そのため、
「何を参考にどのように支援をしていくか」に悩んでいる可能性が考えられる。 
さらに、都道府県職員には異動があるため、ケアパスの作成・活用状況を継続的に追って

いくことが難しい。また、「今回初めて介護や福祉の分野を担当する」という職員が担当す
る場合もある。しかしだからこそ、ケアパスをはじめとする認知症施策を担当する都道府県
職員同士が横のつながりを持ち、情報交換をしていくことが必要と考えられる。 
本事業で実施した「都道府県対象支援会議」のような場は大変有意義であるとともに、ケ

アパスの全市町村作成・活用を推進していくためには、引き続きこのような場を設けていく
ことが必要であると考える。

４） 認知症施策の推進にむけて（まとめ）
認知症施策はそれぞれが絡み合っており、そして地域包括ケアシステムの構築といった

地域づくりに結びついていくものである。認知症施策推進大綱において、市町村でのケアパ
ス作成率 100%が KPI として掲げられたが、ケアパスを「作ること」に重点を置くのではな
く、他の認知症施策の推進と絡めながら進めていくことが重要と考える。
また、ケアパス未作成自治体は人口規模が小さなところが多いが、社会資源が少ないため

に、いわゆる「社会資源の整理表」としてのケアパスができていないだけで、介護保険に関
する冊子や地域資源マップ、認知症のクリティカルパスなど、異なる形でケアパスと同じよ
うな機能・役割を果たしている冊子や情報提供ツールを持っている市町村もある。この場合、
新たにケアパスを作るのではなく、既存の冊子・ツールに地域の社会資源の整理表を加える
など、すでにあるものの活用を検討していくことも考えられる。 
他の認知症施策と絡めながらケアパスの作成・活用を考えていくことで、さまざまな工夫

や可能性があることに気がつく可能性がある。都道府県調査の結果でも、国や研究機関から
望む支援として研修や事例報告を希望する声が挙がっている。また、継続的な支援を求める
声もある。本事業で作成したリーフレットや報告会動画が、少しでも役に立てば幸甚である。 
今後、地域の個別性はますます高くなると考える。それぞれの地域の特長を踏まえ、地域

住民と共に「認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会」を作るために、ケア
パスの作成・活用がその一助となることを期待したい。 
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参考資料 

１）都道府県対象調査 調査票

２）北海道庁：ケアパスの作成状況と未作成自治体への支援方策について
（北海道厚生局・東北厚生局管内道県対象支援会議において報告）

３）リーフレット
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令和３年度老人保健健康増進等事業  

「認知症ケアパスの作成と活用に関する個別的支援手法の調査研究」 

 都道府県対象調査 

認知症ケアパスの作成は、平成 24 年 6 月に公表された認知症施策推進 5 か年計画（オレンジプラン）の 1 つ目

の柱に位置付けられ、市町村単位で作成が進められているところでございます。また、令和元年 6 月に公表された

「認知症施策推進大綱」における KPI として、令和 7 年までに市町村の認知症ケアパス作成率を 100%と掲げられ

たほか、都道府県の役割として、令和 2 年度の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料において以下の

ように記されています。 

「認知症ケアパス」は、地域の認知症の人本人や家族にとって、その時々に必要とする情報がひとつにまとめられ

たものであり、医療・介護が切れ目なく提供されるための大切なツールである。このため、都道府県におかれて

は、管内市町村の作成状況を把握し、未作成の市町村に対しては、収集した好事例の紹介や認知症ケアパスに掲

載する認知症に関する基本情報の周知など、作成を支援する取組を行い、また、すでに作成されている市町村に

対しては、古い情報となっていないか、認知症の人や家族に必要な情報が盛り込まれているか、適切に活用され

ているかなど既存の内容について改めて点検・整理を行うよう、周知、助言をお願いする。 

（全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750940.pdf） 

 本調査では、都道府県における管内市町村の認知症ケアパスの作成や活用の状況に関する把握状況について確認

し、都道府県における未作成自治体への支援や活用促進に向けた取組等に関するデータを収集し、認知症ケアパス

未作成自治体支援会議や好事例の報告会の開催などを通じて都道府県や市町村に対し有益な情報を提供すること

を目的としています。ご多用のところお手数をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

【調査対象】 

都道府県 認知症施策担当課 （悉皆） 

【調査時期】 

令和３年 1２月９日（木）～12 月２２日（水） 

【調査方法】 

質問紙調査 ＊回収は Email （rouken@ncgg.go.jp） または Fax（0562-87-3685） 

【個人情報の取り扱い及びプライバシーの保護】 

皆様の回答は国立長寿医療研究センターにて適切に保管・管理のうえ、統計的に処理し、個人情報や勤務先の情

報等が漏えいしたり、特定されたりすることはございません。また、本調査研究事業にかかわる職員、関係者以外が

回答データに触れることはございません。調査結果は報告書の作成や関連学会、雑誌等での発表等、研究目的のみ

に使用いたします。データは当研究事業の担当者のみがアクセス可能な状態で保管し、研究終了後 10 年間保管の

後、再現不可能な状態で破棄いたします。  

【同意および参加の利益・不利益】 

調査への協力は任意であり、お断りいただいても、不利益を被ることはございません 

【調査結果の公表】 

調査結果は報告書の作成や関連学会、雑誌等での発表等研究目的にのみ使用いたします。また、老健事業の報告

書は令和4年4月以降に、国立長寿医療研究センターのウェブサイト（www.ncgg.go.jp）にて公開する予定です。 

 

【調査実施機関・お問合せ先】 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター （担当： 企画戦略局 進藤、山本） 

〒474-8511 愛知県大府市森岡町七丁目 430 番地 

Tel.： 0562-46-2311（内線：2401）/Fax： 0562-87-3685/Email：rouken@ncgg.go.jp  
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認知症施策のご担当者が、わかる範囲でご回答ください。また、数値等はわかる範囲の最新の値をご記入ください。 

Ⅰ 貴自治体の基礎情報 

① 自治体名                          都・道・府・県 

② 認知症施策推進担当部署名  

本調査への協力 

（〇をつけてください） 

同意する     ・    同意しない 

＊この調査にご協力いただける場合、「同意する」に〇をつけ下記の質問にお進みください。 

＊同意いただけない場合、ここで調査は終了となります。Email またはファックスにてご

返信をお願いいたします。 

③ ご担当者名  

④ ご担当者メールアドレス                     @ 

⑤ 管内市町村数 政令指定都市：        中核市：          特別区： 

一般市：             町：             村： 

（うち、離島にある市町村数：            ＊沖縄県は沖縄本島を除く） 

⑤ 人口（管内市区町村全体） 約       万人 ⑥ 高齢化率（管内市区町村平均） ％ 

 

Ⅱ 認知症ケアパスの未作成自治体について 

１．管内市町村で令和 3 年 10 月末時点で認知症ケアパスが未作成（令和 3 年度中に作成予定で、まだ完成の連絡

のない自治体を含む。なお「作成しているが活用していない」自治体は除く）の自治体はありますか？ 

 

  ① はい      ② いいえ       ③ わからない ⇒ ②、③の場合は問Ⅲにお進みください。 

 

２．未作成の市町村より、認知症ケアパスを作成していない理由（作成が遅れている理由）として聞いたことがある

項目すべてに〇をつけてください。理由を聞いた方法（アンケート、聞き取り、雑談中等）は特に問いません。 

また、複数の市町村で作成がされていない場合、一部の市町村における理由でも結構です。 

なお、理由を聞いたことがない場合には「P．理由を聞いたことはない」に〇をつけてください。 

 

A． 市町村職員（認知症施策担当）の人手不足/業務過多 

B． 地域包括支援センター職員の人手不足/業務過多 

C． 認知症地域支援推進員の人手不足/業務過多 

D． 専門職の人手不足 

E． 認知症ケアパスを作成するノウハウがわからない 

F． 認知症ケアパスに何を掲載するとよいかわからない 

G． 関係者の協力が得られにくい 

H． 予算の不足 

I． すでにある冊子等で情報提供ができている（認知症ケアパスを作成する必要性を感じない） 

J． 個別に相談対応しているので、認知症ケアパスを活用する場がない 

K． 社会資源（医療機関や介護保険サービスを含む）が少なく、整理するほどではない 

L． 認知症に関する情報や取組がない 

M． 認知症ケアパスの制度的な位置づけや必要性がわからない 

N． 作成や更新のスケジュール感がわからない（いつまでに作るべきか、どのタイミングで更新するか等） 

O． その他（                                                            ） 

P． 理由を聞いたことはない 
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３．未作成の自治体に対し、都道府県として、令和 3～4 年度の間に何かしらの支援を行う予定はありますか？ 

 

   ① はい    

⇒ 具体的にお知らせください（                                          ） 

   ② いいえ 

   ③ 検討中 

 

Ⅲ 市町村への支援 

 １． 市町村に対し、認知症ケアパスの作成・活用に向けた市町村への支援を行ったことはありますか？ 

     

 ① はい ⇒行った支援すべてに〇をつけてください。 

A．認知症ケアパスに特化した研修会の開催または全国規模の研修会への参加支援 

B．都道府県独自の認知症地域支援推進員や市町村職員対象研修等にて好事例等を紹介 

C．都道府県や地区の医師会や認知症疾患医療センター等に、市町村への協力を依頼する等の 

連絡・調整 

D．近隣市町村で共同で認知症ケアパスを作成・活用するための支援 

E．全市町村に対し、メール等を用いた情報提供 

F．作成に向けた個別支援（電話、メール等を含む）の実施 

G．活用に向けた個別支援（電話、メール等を含む）の実施 

H．その他（                                                      ） 

 

     ② いいえ ⇒その理由として当てはまるもの全てに〇をつけてください。また、３の質問にお進みください。 

A． 都道府県職員の人手不足/業務過多 

B． どのような支援を行ったらよいかがわからない 

C． 市町村から特に要望がない 

D． 支援を行うための予算がない（研修会開催費等） 

E． 都道府県として、作成・更新のスケジュール感がわからない（いつまでに作るべきか等） 

F． 支援の必要性を感じない （その理由：                                 ） 

G． その他（                                                     ） 

 

     ③ わからない/経過や経緯が不明 ⇒ 問Ⅳにお進みください。 

 

 ２． Ⅲ-1 で「①はい」と回答した方に伺います。 

    行った支援のうち、効果があったと思われるものやその具体的方法についてお知らせください。 

 

 

 

 ３． Ⅲ-１で「②いいえ」と回答した方に伺います。 

    国や研究機関から、どのような情報や支援があると、市町村への支援が進むと思われますか？ 
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Ⅳ 市町村における認知症ケアパスの作成・活用状況 

１．管内で、複数の市町村が共同で認知症ケアパスを作成しているところはありますか？ 

介護保険の広域連合での作成も含め、お知らせください。 

 

   ① はい ⇒共同で作成している市町村名（広域連合名）をお知らせください。 

 

 

 

   ② いいえ 

   ③ わからない/把握していない 

 

２．管内で、認知症ケアパスを積極的に活用している市町村はありますか？ （ご担当者様の主観でのご判断で結構

です） 

 

    ① はい ⇒市町村名と活用方法についてお知らせください。欄が足りない場合は適宜増やしてください。 

市区町村名 活用方法 

  

  

  

   ② いいえ 

   ③ わからない/把握していない 

 

 

Ⅴ その他 

１．認知症ケアパスの作成・活用に関し、確認したいことや他の都道府県と共有したことなどございましたら、お知ら

せください。 

 

 

 

 

 

 

調査は以上です。ご協力誠にありがとうございました。 

 

 頂いた回答についてより詳細について確認をさせていただきたく、研究者より個別にお電話をさせていた

だくことがございます。お手数をおかけいたしますが、引き続きご協力を賜れますと幸いです。 

 本調査結果を元に、認知症ケアパスが未作成市町村のある都道府県に対し、令和 4 年１～２月頃に「作成支

援会議」を厚生局単位で開催する予定です。ご参加のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。また、未作成

自治体のない都道府県のご参加もお待ちしております。 

 令和 4 年 2 月下旬～3 月上旬に、認知症ケアパス活用の好事例報告会を、都道府県、市町村職員の方を対

象に Zoom にて開催する予定です。こちらへのご参加もお待ちしております。 
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☑ 

☑ 

☑ 

☑ 
☑ 
☑ 
☑   
☑   
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